
 

5-165 
 

改定案 現行（手引き） 

5.7.1 許容応力度法 

レベル1地震動に対して許容応力度法による照査を行う場合は、部材の各断面に作用する応力

度が、部材を構成する材料の許容応力度以下であることを確認する。 

 

[解 説] 

 

 

 

許容応力度法は、式(5.7.1)で算定される。 

      
ν

0

a


  ······················································ (5.7.1) 

ここに、 σa ：許容応力度 

           σ0 ：材料の強度 

           ν ：安全率 

 

設計計算は各材料を弾性体として仮定して行われるので、「弾性設計法」とも呼ばれる。許容応

力度は、部材を構成する各材料の力学特性（応力－ひずみ関係）に応じて適切に設定することによ

り、各材料は常時の荷重に対して弾性範囲内にあるように設計され、これによって破壊に対する安

全性が確保される。また、同時に、過大な変形や変位による使用性の低下や、過大なコンクリート

のひび割れ発生による耐久性の低下に対する安全性も間接的に考慮される。 

この設計法は非常に簡便であり、実績も豊富である。しかし、以下のような問題点が指摘されて

いる。 

(a) 材料の力学特性が非線形を示す場合、断面力とそれにより材料に発生する応力度が比例しな

いため、破壊に対する安全率と許容応力度を定める際の安全率が必ずしも一致しない。すなわ

ち、構造物又は部材の終局状態に対する安全率が不明確であり、破壊に対する安全性を一定に

保つためには合理的ではない。 

(b) 材料強度や作用荷重のばらつき、構造解析における誤差、部材寸法のばらつき、構造物の重

要度等の不確定要因を一つの安全率に総括して考慮している。そのため、各不確定要因と安全

率との関係が不明確である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．許容応力度法 ※素案との対比のため、「5.5.1」の許容応力度に関する記載内容を抜粋 

部材の各断面に作用する応力度が、部材を構成する材料の許容応力度以下であることを確認する

ことにより、安全性、使用性等を照査する設計法である。 

許容応力度法は、式(5.5.1)で算定される。 

      
ν

0

a


  ······················································· (5.5.1) 

ここに、 σa ：許容応力度 

           σ0 ：材料の強度 

           ν ：安全率 

 

設計計算は各材料を弾性体として仮定して行われるので、「弾性設計法」とも呼ばれる。許容応

力度は、部材を構成する各材料の力学特性（応力－ひずみ関係）に応じて適切に設定することによ

り、各材料は常時の荷重に対して弾性範囲内にあるように設計され、これによって破壊に対する安

全性が確保される。また、同時に、過大な変形や変位による使用性の低下や、過大なコンクリート

のひび割れ発生による耐久性の低下に対する安全性も間接的に考慮される。 

この設計法は非常に簡便であり、実績も豊富である。しかし、以下のような問題点が指摘されて

いる。 

  (a) 材料の力学特性が非線形を示す場合、断面力とそれにより材料に発生する応力度が比例しな

いため、破壊に対する安全率と許容応力度を定める際の安全率が必ずしも一致しない。すなわ

ち、構造物又は部材の終局状態に対する安全率が不明確であり、破壊に対する安全性を一定に

保つためには合理的ではない。 

(b) 材料強度や作用荷重のばらつき、構造解析における誤差、部材寸法のばらつき、構造物の重

要度等の不確定要因を一つの安全率に総括して考慮している。そのため、各不確定要因と安全

率との関係が不明確である。 
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5.7.2 限界状態設計法 

レベル2地震動におけるファームポンド（PC、RC）、ポンプ場（吸水槽）、暗渠（ボックスカ

ルバート）の破壊に対する安全性の照査は、限界状態設計法により行うものとする。 

本指針では、レベル2地震動に対する構造物の耐震性能は、「致命的な損傷を防止する」とい

うレベルを目標とすることから、構造物躯体の終局限界状態を想定し、部材の終局耐力を求め、

設計地震動による断面力が曲げ破壊及びせん断破壊に対して致命的な損傷を防止できるかどう

かを照査するものとする。 

また、曲げモーメントMと曲率φの関係、若しくは水平力と水平変位の関係についてエネルギ

一定則が成立する形のバイリニア型で定義し、部材の材料非線形性を考慮する。また必要に応じ

変位などについて照査する。 

 

[解 説] 

(1) 一般事項 

限界状態設計法は大規模なレベル2地震動に対し、構造物躯体の塑性域までを考慮して、構造物の

耐震性能を評価する合理的な耐震設計法のひとつである。部材のひび割れ、初降伏、降伏及び終局

状態を考慮し、降伏状態からの塑性域を考慮して部材の耐力や応答塑性率などによる変形について

照査を行うことから、健全性を損なわない場合や致命的な損傷を防止する等の構造物の耐震性能に

関連付けた耐震設計が可能であり、性能照査型の設計を行うものである。 

限界状態設計法自体は構造物躯体の断面解析における照査法であり、耐震設計に用いる地震動の

評価は定義していない。そのため、ファームポンド（PC、RC）、ポンプ場（吸水槽）の地震動の評

価については、設計水平震度Khc2をもとに慣性力で評価することになる。一方、暗渠（ボックスカル

バート)、ポンプ場（吸水槽、応答変位法)の地下構造物については、地震動を速度応答スペクトル

で評価し、応答変位法によって地盤のせん断変位から、構造物への作用力を算定する必要がある。 

1) 耐震設計における限界状態設計法の位置付け 

レベル2地震動に対する耐震設計においては、地震動の大きさが極めて大きく、変形が非線形領域

に大きく入り、地震荷重を力として据えることが難しくなり、エネルギを考えた変形による安全性

評価が必要となる。 

すなわち、耐力の照査と併せて、変形に関する判断規準（限界状態)を規定して、安全性を評価す

るという限界状態設計法を適用することにした。 

これは、部材の断面力と断面耐力を照査するという従来の力の体系からより発展した形態であり、

地震時保有水平耐力法も基本的に同じ考え方に立っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 一般事項   ※素案との対比のため、「5.5.1」から「5.5.6」を再掲 

レベル2地震動におけるファームポンド（PC、RC）、ポンプ場（吸水槽）、暗渠（ボックスカ

ルバート）の破壊に対する安全性の照査は、限界状態設計法により行うものとする。 

本手引きでは、レベル2地震動に対する構造物の耐震性能は、「致命的な損傷を防止する」と

いうレベルを目標とすることから、構造物躯体の終局限界状態を想定し、部材の終局耐力を求め、

設計地震動による断面力が曲げ破壊及びせん断破壊に対して致命的な損傷を防止できるかどう

かを照査するものとする。 

また、曲げモーメントMと曲率φの関係、若しくは水平力と水平変位の関係についてエネルギ

一定則が成立する形のバイリニア型で定義し、部材の材料非線形性を考慮する。また必要に応じ

変位などについて照査する。 

 

[解 説] 

限界状態設計法は大規模なレベル2地震動に対し、構造物躯体の塑性域までを考慮して、構造物の耐

震性能を評価する合理的な耐震設計法のひとつである。部材のひび割れ、初降伏、降伏及び終局状態

を考慮し、降伏状態からの塑性域を考慮して部材の耐力や応答塑性率などによる変形について照査を

行うことから、健全性を損なわない場合や致命的な損傷を防止する等の構造物の耐震性能に関連付け

た耐震設計が可能であり、性能照査型の設計を行うものである。 

限界状態設計法自体は構造物躯体の断面解析における照査法であり、耐震設計に用いる地震動の評

価は定義していない。そのため、ファームポンド（PC、RC）、ポンプ場（吸水槽）の地震動の評価に

ついては、設計水平震度Khc2をもとに慣性力で評価することになる。一方、暗渠（ボックスカルバート)、

ポンプ場（吸水槽、応答変位法)の地下構造物については、地震動を速度応答スペクトルで評価し、

応答変位法によって地盤のせん断変位から、構造物への作用力を算定する必要がある。 

 

(1) 耐震設計における限界状態設計法の位置付け 

レベル2地震動に対する耐震設計においては、地震動の大きさが極めて大きく、変形が非線形領域に

大きく入り、地震荷重を力として据えることが難しくなり、エネルギを考えた変形よる安全性評価が

必要となる。 

すなわち、耐力の照査と併せて、変形に関する判断規準（限界状態)を規定して、安全性を評価する

という限界状態設計法を適用することにした。 

これは、部材の断面力と断面耐力を照査するという従来の力の体系からより発展した形態であり、

地震時保有水平耐力法も基本的に同じ考え方に立っている。 

ここでは、「許容応力度法」及び「終局強度設計法」と比較して、「限界状態設計法」の特徴を概説

する。 

 

ａ．許容応力度法 

部材の各断面に作用する応力度が、部材を構成する材料の許容応力度以下であることを確認する

ことにより、安全性、使用性等を照査する設計法である。 

許容応力度法は、式(5.5.1)で算定される。 

      
ν

0

a


  ······················································· (5.5.1) 
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「限界状態設計法」は、以下のような特徴を有しており、「許容応力度法」や「終局強度設計法」

の不合理な点を排除した、合理的な設計法として位置付けることができる。 

(a) 限界状態という概念が導入され、これが定量的に定義されたことにより、安全性、使用性、

耐久性等の確保といった、部材断面の異なる状態（使用状態、終局状態）に対する要件が、一

つの設計体系としてまとめられている。 

(b) 荷重と材料強度に関する事項が別々に扱われており、それらに関する不確定要因が、要因ご

とに部分安全係数により合理的に考慮されている。 

2) 限界状態の定義 

限界状態とは、「その限界を超えると、構造物が機能を失い、設計の目的とする条件を満足しな

くなる状態」のことである。検討すべき限界状態には各種のものがあるが、荷重レベルや検討方法

ここに、 σa ：許容応力度 

           σ0 ：材料の強度 

           ν ：安全率 

 

設計計算は各材料を弾性体として仮定して行われるので、「弾性設計法」とも呼ばれる。許容応

力度は、部材を構成する各材料の力学特性（応力－ひずみ関係）に応じて適切に設定することによ

り、各材料は常時の荷重に対して弾性範囲内にあるように設計され、これによって破壊に対する安

全性が確保される。また、同時に、過大な変形や変位による使用性の低下や、過大なコンクリート

のひび割れ発生による耐久性の低下に対する安全性も間接的に考慮される。 

この設計法は非常に簡便であり、実績も豊富である。しかし、以下のような問題点が指摘されて

いる。 

  (a) 材料の力学特性が非線形を示す場合、断面力とそれにより材料に発生する応力度が比例しな

いため、破壊に対する安全率と許容応力度を定める際の安全率が必ずしも一致しない。すなわ

ち、構造物又は部材の終局状態に対する安全率が不明確であり、破壊に対する安全性を一定に

保つためには合理的ではない。 

(b) 材料強度や作用荷重のばらつき、構造解析における誤差、部材寸法のばらつき、構造物の重

要度等の不確定要因を一つの安全率に総括して考慮している。そのため、各不確定要因と安全

率との関係が不明確である。 

b．終局強度設計法 

材料の非線形性を考慮して求めた部材断面の破壊耐力が、その断面に作用する設計断面力以上で

あることを確認することにより、破壊に対する安全性を確保する設計法である。一般に、荷重の種

類に応じて設定される荷重係数を設計荷重に乗じた荷重に対して設計断面力を算出するので、「荷重

係数設計法」とも呼ばれる。 

この設計法は、破壊に対する安全性を許容応力度法よりも合理的に確保することができるのが特

徴である。しかし、以下のような問題点が指摘されている。 

(a) 常時の使用性の確保については、別途検討しなければならない。 

(b) 材料強度や作用荷重のばらつき、設計方法の近似の影響や構造解析における誤差、部材寸法の

ばらつき等の不確定要因を、荷重係数だけで考慮している。そのため、各不確定要因と荷重係数

との関係が不明確である。 

ｃ．限界状態設計法 

「限界状態設計法」は、以下のような特徴を有しており、「許容応力度法」や「終局強度設計法」

の不合理な点を排除した、合理的な設計法として位置付けることができる。 

(a) 限界状態という概念が導入され、これが定量的に定義されたことにより、安全性、使用性、

耐久性等の確保といった、部材断面の異なる状態（使用状態、終局状態）に対する要件が、一

つの設計体系としてまとめられている。 

(b) 荷重と材料強度に関する事項が別々に扱われており、それらに関する不確定要因が、要因ご

とに部分安全係数により合理的に考慮されている。 

(2) 限界状態の定義 

限界状態とは、「その限界を超えると、構造物が機能を失い、設計の目的とする条件を満足しなく

なる状態」のことである。検討すべき限界状態には各種のものがあるが、荷重レベルや検討方法の相
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の相違に基づいて、終局限界状態、使用限界状態、疲労限界状態の3つに大別するのが一般的である。

たとえば、「コンクリート標準示方書」（1996年)によれば、各限界状態は以下のように定義されてい

る。 

a．終局限界状態 

終局限界状態は、最大耐荷能力に対応する限界状態である。すなわち、構造物又は部材が破壊し

たり、転倒、座屈、大変形等を起こし、安定や機能を失う状態である。表-5.7.2に、主な終局限界

状態の例を示す。 

 

表-5.7.2 終局限界状態の例 

断面破壊の終局限界状態 

剛体安定の終局限界状態 

 

変位の終局限界状態 

変形の終局限界状態 

 

メカニズムの終局限界状態 

構造物又は部材の断面が破壊を生じる状態 

構造物の全体又は一部が、一つの剛体の構造体として転倒その他により 

安定を失う状態 

構造物に生じる大変位によって構造物が必要な耐荷能力を失う状態 

塑性変形、クリープ、ひび割れ、不等沈下等の大変形によって構造物が 

必要な耐荷能力を失う状態 

不静定構造物がメカニズムへ移行する状態＊ 

＊不静定構造物等が部分的な損傷によって、当初期待していた支持機構（耐荷機構若しくは支持メカ 

ニズム)と異なる（不安定な)支持機構に移行する状態（又は支持機構そのものの喪失) 

 

ｂ．使用限界状態 

使用限界状態は、通常の使用性や耐久性に関連する限界状態である。すなわち、構造物又は部材

が過度のひび割れ、変位、変形、振動等を起こし、正常な使用ができなくなったり、耐久性を損な

ったりする状態である。表-5.7.3に主な使用限界状態の例を示す。 

 

表-5.7.3 使用限界状態の例 

ひび割れの使用限界状態 

 

変形の使用限界状態 

変位の使用限界状態 

 

損傷の使用限界状態 

 

振動の使用限界状態 

 

有害振動発生の使用限界状態 

ひび割れにより美観を害するか、耐久性又は水密性や気密性を損ねるか 

する状態 

変形が構造物の正常な使用状態に対して過大となる状態 

安定、平滑を失うまでには至らないが、正常な状態で使用するには変位 

が過大となる状態 

構造物に各種の原因による損傷が生じ、そのまま使用するのが不適当と 

なる状態 

振動が過大となり、正常な状態で使用できないか、不安の念を抱かせる 

状態 

地盤等を通じて周辺構造物に有害振動を伝播し、不快感を抱かせる状態 

 

ｃ．疲労限界状態 

疲労限界状態は、構造物又は部材が繰返し荷重により疲労破壊を生ずる状態である。構造物又は

部材が破壊するという意味で終局限界状態に含めて考える場合もあるが、破壊が荷重強度でなく、

応力振幅や繰返し数で規定されるため、終局限界状態とは別に定義されている。 

 

 

3) 限界状態設計法が具備すべき条件 

 限界状態設計法は、「いくつかの限界状態を設定し、設計時点における各種の不確定要因を設計変

量として考慮することにより、構造物又は部材が限界状態に達する確率を許容限度以下とするための

設計体系」と定義できる。すなわち、限界状態設計法が具備すべき条件として、以下の事項をあげる

ことかできる。 

違に基づいて、終局限界状態、使用限界状態、疲労限界状態の3つに大別するのが一般的である。 

たとえば、「コンクリート標準示方書」（1996年)によれば、各限界状態は以下のように定義されてい

る。 

a．終局限界状態 

終局限界状態は、最大耐荷能力に対応する限界状態である。すなわち、構造物又は部材が破壊し

たり、転倒、座屈、大変形等を起こし、安定や機能を失う状態である。表-5.5.1に、主な終局限界

状態の例を示す。 

 

表-5.5.1 終局限界状態の例 

断面破壊の終局限界状態 

剛体安定の終局限界状態 

 

変位の終局限界状態 

変形の終局限界状態 

 

メカニズムの終局限界状態 

構造物又は部材の断面が破壊を生じる状態 

構造物の全体又は一部が、一つの剛体の構造体として転倒その他により 

安定を失う状態 

構造物に生じる大変位によって構造物が必要な耐荷能力を失う状態 

塑性変形、クリープ、ひび割れ、不等沈下等の大変形によって構造物が 

必要な耐荷能力を失う状態 

不静定構造物がメカニズムへ移行する状態＊ 

＊不静定構造物等が部分的な損傷によって、当初期待していた支持機構（耐荷機構若しくは支持メカ 

ニズム)と異なる（不安定な)支持機構に移行する状態（又は支持機構そのものの喪失) 

 

ｂ．使用限界状態 

使用限界状態は、通常の使用性や耐久性に関連する限界状態である。すなわち、構造物又は部材

が過度のひび割れ、変位、変形、振動等を起こし、正常な使用ができなくなったり、耐久性を損な

ったりする状態である。表-5.5.2に主な使用限界状態の例を示す。 

 

表-5.5.2 使用限界状態の例 

ひび割れの使用限界状態 

 

変形の使用限界状態 

変位の使用限界状態 

 

損傷の使用限界状態 

 

振動の使用限界状態 

 

有害振動発生の使用限界状態 

ひび割れにより美観を害するか、耐久性又は水密性や気密性を損ねるか 

する状態 

変形が構造物の正常な使用状態に対して過大となる状態 

安定、平滑を失うまでには至らないが、正常な状態で使用するには変位 

が過大となる状態 

構造物に各種の原因による損傷が生じ、そのまま使用するのが不適当と 

なる状態 

振動が過大となり、正常な状態で使用できないか、不安の念を抱かせる 

状態 

地盤等を通じて周辺構造物に有害振動を伝播し、不快感を抱かせる状態 

 

ｃ．疲労限界状態 

疲労限界状態は、構造物又は部材が繰返し荷重により疲労破壊を生ずる状態である。構造物又は

部材が破壊するという意味で終局限界状態に含めて考える場合もあるが、破壊が荷重強度でなく、

応力振幅や繰返し数で規定されるため、終局限界状態とは別に定義されている。 

 

 

(3) 限界状態設計法が具備すべき条件 

 限界状態設計法は、「いくつかの限界状態を設定し、設計時点における各種の不確定要因を設計変

量として考慮することにより、構造物又は部材が限界状態に達する確率を許容限度以下とするための

設計体系」と定義できる。すなわち、限界状態設計法が具備すべき条件として、以下の事項をあげる

ことかできる。 
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ａ．限界状態の定量的な定義 

(2)で述べた各限界状態が、定量的及び明確に定義されていなければならない。たとえば、構造物又

は部材の終局限界状態は、その状態における構造物又は部材の強度により、また使用限界状態は、

その状態で構造物又は部材が満足しなければならない変形量、ひび割れ幅等の条件により定量的に

定義される必要がある。 

ｂ．設計時点における不確定要因の合理的な取扱い 

構造物の設計時点においては、以下のような種々の不確定要因が存在する。 

(a) 使用期間内に作用する外力の変動、並びに実際に作用する外力と設計荷重との差異 

(b) 材料強度のばらつき、断面寸法の誤差、材料試験結果を実構造物へ適用する際に含まれる不

確実さによる部材及び構造物の強度のばらつき 

(c) 施工精度のばらつき 

(d) 解析、設計計算における仮定、近似 

これらの不確定要因を合理的に考慮することにより、構造物又は部材が限界状態に達する確率を

許容限度以下にすることが可能となる。 

限界状態設計法には、設計時点における不確定要因を確率事象としてとらえ、確率論（信頼性理

論)により限界状態に達する確率を直接求めるものから、工学的判断により全く確定論的に設計を行

うものまで種々の方法がある。その中で、限界状態設計法に基づく設計基準類に一般的に採用され

ている部分安全係数設計法は、荷重作用の変動及び材料強度のばらつきを統計データに基づいて確

率論的に扱い、他の不確定要因は部分安全係数と呼ばれる安全係数で考慮する方法である。 

4) 安全係数と修正係数 

部材の断面力や断面耐力の計算を行う上で、荷重や部材、材料剛性さらに、部材寸法などのばら

つきや、構造解析の不確実性等について、「コンクリート標準示方書 構造性能照査編」(2002年、

土木学会)に準じて考慮するものとする。 

a．安全係数 

(a) 安全係数は、材料係数γm、荷重係数γf、構造解析係数γa、部材係数γb及び構造物係数γiとす

る。 

(b) 材料係数γmは、材料強度の特性値からの望ましくない方向への変動、供試体と構造物との材

料特性の差異、材料特性が限界状態に及ぼす影響、材料特性の経時変化等を考慮して定めるも

のとする。 

(c) 荷重係数γfは、荷重の特性値からの望ましくない方向への変動、荷重の算定方法の不確実性、

設計耐用期間内の荷重の変化、荷重特性が限界状態に及ぼす影響、環境作用の変動等を考慮し

て定めるものとする。 

(d) 構造解析係数γaは、断面力算定時の構造解析の不確実性等を考慮して定めるものとする。構

造解析係数γaは、一般に1.0としてよい。 

(e) 部材係数γbは、部材耐力の計算上の不確実性、部材寸法のばらつきの影響、部材の重要度、

すなわち対象とする部材がある限界状態に達したときに、構造物全体に与える影響等を考慮し

て定めるものとする。 

部材係数γbは、断面耐力算定式に対応して、それぞれに定めるものとする。 

(f) 構造物係数γiは、構造物の重要度、限界状態に達したときの社会的影響等を考慮して定めるも

のとする。 

構造物係数γiは、一般に1.0～1.2としてよい。 

ａ．限界状態の定量的な定義 

(2)で述べた各限界状態が、定量的及び明確に定義されていなければならない。たとえば、構造物又

は部材の終局限界状態は、その状態における構造物又は部材の強度により、また使用限界状態は、

その状態で構造物又は部材が満足しなければならない変形量、ひび割れ幅等の条件により定量的に

定義される必要がある。 

ｂ．設計時点における不確定要因の合理的な取扱い 

構造物の設計時点においては、以下のような種々の不確定要因が存在する。 

(a) 使用期間内に作用する外力の変動、並びに実際に作用する外力と設計荷重との差異 

(b) 材料強度のばらつき、断面寸法の誤差、材料試験結果を実構造物へ適用する際に含まれる不

確実さによる部材及び構造物の強度のばらつき 

(c) 施工精度のばらつき 

(d) 解析、設計計算における仮定、近似 

これらの不確定要因を合理的に考慮することにより、構造物又は部材が限界状態に達する確率を

許容限度以下にすることが可能となる。 

限界状態設計法には、設計時点における不確定要因を確率事象としてとらえ、確率論（信頼性理

論)により限界状態に達する確率を直接求めるものから、工学的判断により全く確定論的に設計を行

うものまで種々の方法がある。その中で、限界状態設計法に基づく設計基準類に一般的に採用され

ている部分安全係数設計法は、荷重作用の変動及び材料強度のばらつきを統計データに基づいて確

率論的に扱い、他の不確定要因は部分安全係数と呼ばれる安全係数で考慮する方法である。 

(4) 安全係数と修正係数 

部材の断面力や断面耐力の計算を行う上で、荷重や部材、材料剛性さらに、部材寸法などのばらつ

きや、構造解析の不確実性等について、「コンクリート標準示方書 構造性能照査編」(2002年、土木

学会)に準じて考慮するものとする。 

a．安全係数 

(a) 安全係数は、材料係数γm、荷重係数γf、構造解析係数γa、部材係数γb及び構造物係数γiとす

る。 

(b) 材料係数γmは、材料強度の特性値からの望ましくない方向への変動、供試体と構造物との材

料特性の差異、材料特性が限界状態に及ぼす影響、材料特性の経時変化等を考慮して定めるも

のとする。 

(c) 荷重係数γfは、荷重の特性値からの望ましくない方向への変動、荷重の算定方法の不確実性、

設計耐用期間内の荷重の変化、荷重特性が限界状態に及ぼす影響、環境作用の変動等を考慮し

て定めるものとする。 

(d) 構造解析係数γaは、断面力算定時の構造解析の不確実性等を考慮して定めるものとする。構

造解析係数γaは、一般に1.0としてよい。 

(e) 部材係数γbは、部材耐力の計算上の不確実性、部材寸法のばらつきの影響、部材の重要度、

すなわち対象とする部材がある限界状態に達したときに、構造物全体に与える影響等を考慮し

て定めるものとする。 

部材係数γbは、断面耐力算定式に対応して、それぞれに定めるものとする。 

(f) 構造物係数γiは、構造物の重要度、限界状態に達したときの社会的影響等を考慮して定めるも

のとする。 

  構造物係数γiは、一般に1.0～1.2としてよい。 
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ｂ．終局限界状態による安全性照査 

部材断面の破壊を対象とする終局限界状態による安全性照査においては、荷重から設計断面力を

求める過程で荷重係数γfと構造解析係数γaの2つの安全係数を、また、材料強度から設計断面耐力

を求める過程で材料係数γmと部材係数γbの2つの安全係数を設定し、さらに設計断面力と設計断面

耐力を比較する段階で構造物係数γiを設定した。これらの安全係数は、その数値はともかく、概念的

には他の限界状態に対しても適用できる。性態照査の流れに対する安全係数を図-5.7.1に示す。ま

た、安全係数により配慮されている内容を表-5.7.4に、標準的な安全係数の値を表-5.7.5に示す。 

 

 

 

 

 

 

図-5.7.1 性能照査における安全係数(2012年制定 コンクリート標準示方書より) 

 

 

 

表-5.7.4 安全係数により配慮されている内容 

配慮されている内容 取扱う項目 

断
面
耐
力 

１．材料強度のばらつき 

(1) 材料実験データから判断できる部分 

(2) 材料実験データから判断できない部分（材料実験データの不足・偏り、 

品質管理程度、供試体と構造物との材料強度の差異、経時変化等による) 

２．限界状態に及ぼす影響の度合 

３．部材断面耐力の計算上の不確実性、部材寸法のばらつき、部材の重要度、 

破壊性状 

 

特牲値f k(N/mm
2) 

 
 
 
材料係数γm 

部材係数γb 

断
面
力 

１．荷重のばらつき 

(1) 荷重の統計的データから判断できる部分 

(2) 荷重の統計的データから判断できない部分（荷重の統計的データの不足・ 

偏り、設計耐用期間内の荷重の変化、荷重の算定方法の不確実性等による) 

２．限界状態に及ぼす影響の度合 

３．断面力等の算定時の構造解析の不確実性 

 

荷重の特性値Fk 

荷重係数γf 

 

 

構造解析係数γa 

構造物の重要度、限界状態に達したときの社会的経済的影響等 構造物係数γi 

 

 

表-5.7.5 標準的な安全係数の値(線形解析を行う場合、2012年制定 コンクリート標準示方書より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．終局限界状態による安全性照査 

部材断面の破壊を対象とする終局限界状態による安全性照査においては、荷重から設計断面力を

求める仮定で荷重係数γfと構造解析係数γaの2つの安全係数を、また、材料強度から設計断面耐力

を求める過程で材料係数γmと部材係数γbの2つの安全係数を設定し、さらに設計断面力と設計断面

耐力を比較する段階で構造物係数γiを設定した。これらの安全係数は、その数値はともかく、概念的

には他の限界状態に対しても適用できる。性態照査の流れに対する安全係数を図-5.5.1に示す。ま

た、安全係数により配慮されている内容を表-5.5.3に、標準的な安全係数の値を表-5.5.4に示す。 

 

図-5.5.1 構造性能照査 

 

表-5.5.3 安全係数により配慮されている内容 

配慮されている内容 取扱う項目 

断
面
耐
力 

１．材料強度のばらつき 

(1) 材料実験データから判断できる部分 

(2) 材料実験データから判断できない部分（材料実験データの不足・偏り、 

品質管理程度、供試体と構造物との材料強度の差異、経時変化等による) 

２．限界状態に及ぼす影響の度合 

３．部材断面耐力の計算上の不確実性、部材寸法のばらつき、部材の重要度、 

破壊性状 

 

特牲値f k(N/mm
2) 

 
 
 
材料係数γm 

部材係数γb 

断
面
力 

１．荷重のばらつき 

(1) 荷重の統計的データから判断できる部分 

(2) 荷重の統計的データから判断できない部分（荷重の統計的データの不足・ 

偏り、設計耐用期間内の荷重の変化、荷重の算定方法の不確実性等による) 

２．限界状態に及ぼす影響の度合 

３．断面力等の算定時の構造解析の不確実性 

 

荷重の特性値Fk 

荷重係数γf 

 

 

構造解析係数γa 

構造物の重要度、限界状態に達したときの社会的経済的影響等 構造物係数γi 

 

 

表-5.5.4 標準的な安全係数の値 

安全係数 

 

限界状態 

材料係数γm 部材係数 構造解析係数 荷重係数 構造物係数 

コンクリート 

γc 

鋼材 

γs 
γb γa γf γi 

終局限界状態 1.3 1.0又は1.05 1.1～1.3 1.0 1.0～1.2 1.0～1.2 

使用限界状態 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

疲労限界状態 1.3 1.05 1.0～1.1 1.0 1.0 1.0～1.1 

 

っ

っ

っ

っ

ｚ 

っ

っ

ｚ 
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ｃ．修正係数 

材料強度及び荷重に関して、特性値とは別の体系の規格値又は公称値が決まっている場合は、こ

れらの特性値は規格値又は公称値を修正係数によって変換する必要がある。 

(a) 修正係数は、材料修正係数ρm及び荷重修正係数ρfとする。 

(b) 材料修正係数ρmは、材料強度の特性値と規格値との相違を考慮して定めるものとする。 

(c) 荷重修正係数ρfは、荷重の特性値と規格値又は公称値との相違を考慮して、それぞれの限界

状態に応じて定めるものとする。 

5) 地震動の評価 

限界状態設計法では地震動の評価を定義していないことから、固有周期と構造物特性係数を考慮

する設計水平震度Khc2や応答変位法による速度応答スペクトルS'Vを別途算定して適用するものとする。 

ａ．固有周期と構造物特性係数を考慮する設計水平震度Khc2を用いる場合 

地震時保有水平耐力法と同様に、構造物の塑性変形によるエネルギー吸収能力を考慮し、構造物

特性係数CS2を適切に決定して設計水平震度の標準値Khc2を低減させた設計水平震度Khc2を算定する

必要がある。ファームポンド及びポンプ場（吸水槽)の場合、構造物部材の塑性変形能力によるエネ

ルギー減衰を考慮して、構造物特性係数CS2を用いて、設計水平震度を補正する。 

ｂ．速度応答スペクトルを用いる場合 

地中構造物、たとえば暗渠（ボックスカルバート)やポンプ場（吸水槽)など地震時の挙動が地盤

変位に支配される場合は、速度応答スペクトルを用いる。速度応答スペクトルは「水道施設耐震工

法指針」のレベル2地震動に対する設計用速度応答スペクトルS'Vを採用する。 

6) 照 査 

照査を行うには、以下に示す項目に留意して、設計地震力のもとで部材に発生する断面力や変位

（曲率)を算定しなければならない。また、部材の断面耐力を求めるとともに、曲げモーメント－曲

率の関係式を求める必要がある。 

ａ．設計水平震度を用いて、静的な計算を行う場合は、力学特性を線形とした線形モデルを用いて

もよい。ただし、この場合の剛性は降伏剛性とする。なお、断面力、変位はエネルギ一定則等、

適切な方法で求めなければならない。 

ｂ．不静定構造物の場合には、構造物全体系が崩壊しないことを確かめるために、崩壊機構を追跡

できる増分解析（プッシュオーバー解析)による非線形静的解析を実施するものとする。対象構造

物としては、ラーメン橋脚や杭基礎（複数杭）等がある。 

 

 

レベル２地震動に対する耐震設計における照査内容については、第2章で述べたように、重要度Ａ

Ａ種の橋梁と頭首工については、「致命的な損傷を防止する」以外に「限定された損傷にとどめる」

と定義される耐震性能を考慮する。一方、これ以外の重要度Ａ種の構造物については、「致命的な損

傷を防止する」のレベルのみについて、検討することにしている。1996年制定の「コンクリート標準

示方書 耐震設計編」において定義されている耐震性能レベルと照査内容は、表-5.7.6のように対応

している。 

なお、耐震性能レベルと照査内容は、「コンクリート標準示方書 耐震性能照査編」(2002)に新

たに定義されているが、本指針では他の示方書等との整合を図るため、1996年制定の「コンクリー

ト標準示方書 耐震設計編」の規定を踏襲することとする。 

ｃ．修正係数 

材料強度及び荷重に関して、特性値とは別の体系の規格値又は公称値が決まっている場合は、こ

れらの特性値は規格値又は公称値を修正係数によって変換する必要がある。 

(a) 修正係数は、材料修正係数ρm及び荷重修正係数ρfとする。 

(b) 材料修正係数ρmは、材料強度の特性値と規格値との相違を考慮して定めるものとする。 

(c) 荷重修正係数ρfは、荷重の特性値と規格値又は公称値との相違を考慮して、それぞれの限界

状態に応じて定めるものとする。 

(5) 地震動の評価 

限界状態設計法では地震動の評価を定義していないことから、固有周期と構造物特性係数を考慮す

る設計水平震度Khc2や応答変位法による速度応答スペクトルS'Vを別途算定して適用するものとする。 

ａ．固有周期と構造物特性係数を考慮する設計水平震度Khc2を用いる場合 

地震時保有水平耐力法と同様に、構造物の塑性変形によるエネルギ吸収能力を考慮し、構造物特

性係数CS2を適切に決定して設計水平震度の標準値Khc2を低減させた設計水平震度Khc2を算定する必

要がある。ファームポンド及びポンプ場（吸水槽)の場合、構造物部材の塑性変形能力によるエネル

ギ減衰を考慮して、構造物特性係数CS2を用いて、設計水平震度を補正する。 

ｂ．速度応答スペクトルを用いる場合 

地中構造物、たとえば暗渠（ボックスカルバート)やポンプ場（吸水槽)など地震時の挙動が地盤

変位に支配される場合は、速度応答スペクトルを用いる。速度応答スペクトルは「水道施設耐震工

法指針」のレベル2地震動に対する設計用速度応答スペクトルS'Vを採用する。 

(6) 照 査 

照査を行うには、以下に示す項目に留意して、設計地震力のもとで部材に発生する断面力や変位（曲

率)を算定しなければならない。また、部材の断面耐力を求めるとともに、曲げモーメント－曲率の関

係式を求める必要がある。 

ａ．設計水平震度を用いて、静的な計算を行う場合は、力学特性を線形とした線形モデルを用いて

もよい。ただし、この場合の剛性は降伏剛性とする。なお、断面力、変位はエネルギ一定則等、

適切な方法で求めなければならない。 

ｂ．不静定構造物の場合には、構造物全体系が崩壊しないことを確かめるために、崩壊機構を追跡

できる増分解析（プッシュオーバー解析)による非線形静的解析を実施するものとする。対象構造

物としては、ラーメン橋脚や杭基礎（複数杭）等がある。 

 

 

レベル２地震動に対する耐震設計における照査内容については、第2章で述べたように、重要度

ＡＡ種の橋梁と頭首工については、「致命的な損傷を防止する」以外に「限定された損傷にとど

める」と定義される耐震性能を考慮する。一方、これ以外の重要度Ａ種の構造物については、「致

命的な損傷を防止する」のレベルのみについて、検討することにしている。1996年制定の「コンク

リート標準示方書 耐震設計編」において定義されている耐震性能レベルと照査内容は、表-5.5.5

のように対応している。 

なお、耐震性能レベルと照査内容は、「コンクリート標準示方書 耐震性能照査編」(2002)に

新たに定義されているが、本手引きでは他の示方書等との整合を図るため、1996年制定の「コン

クリート標準示方書 耐震設計編」の規定を踏襲することとする。 
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表-5.7.6 限界状態設計法における耐震性能レベルと照査内容（レベル2地震動) 

対象構造物* 耐震性能 
コンクリート標準示方書・耐震設計編（1996年制定) 

耐震性能レベル 照査内容 

重要度Ａ種の構造物 

1.ファームポンド 

2.暗渠 

（ボックスカルバート) 

3.ポンプ場 

（吸水槽) 

致命的な損傷 

を防止する。 

耐震性能：致命的な損傷を防止す 

る。 

構造物全体系が崩壊しない。 

 

部材の一部ぶ耐荷力を失っても、構造

系としては地震直後に作用している

荷重すなわち、構造物の質量、上載荷

重、土圧、水圧等に対し、抵抗する余

力を残していることが必要である。 

1.破壊モードの判定 

2.塑性じん性率と応答塑性率 

 塑性じん性率を超える部材の塑性

ヒンジ部は次式を満足する必要が

ある。 

Vyd/Vmu≧2 

Vyd：曲げ降伏が想定される区間の

設計せん断力 

Vmu：部材が曲げ耐力Muに達する

時の、部材各断面のせん断力 

3.塑性化しても耐荷力を保持するこ

とが必要な部材については、「限

定的な損傷にとどめる」に対する

照査と同じ検討が必要。 

（詳細は「5.7.3 限界状態設計法に

おける安全性の照査」参照) 

＊重要度ＡＡ種の橋梁及び頭首工は、耐震性能の「限定された損傷にとどめる」について、地震時保有水平耐力法によっ 

て照査を行う。 

 

 
引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：2002年制定 コンクリート標準示方書（構造性能照査編)（2002) 

ⅱ）土木学会：コンクリート標準示方書（設計編)（1996) 

ⅲ）鹿島建設土木設計本部：(土木設計の要点)耐震設計法/限界状態設計法、鹿島出版会（1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-5.5.5 限界状態設計法における耐震性能レベルと照査内容（レベル2地震動) 

対象構造物* 耐震性能 
コンクリート標準示方書・耐震設計編（1996年制定) 

耐震性能レベル 照査内容 

重要度Ａ種の構造物 

1.ファームポンド 

2.暗渠 

（ボックスカルバート) 

3.ポンプ場 

（吸水槽) 

致命的な損傷 

を防止する。 

耐震性能：致命的な損傷を防止す 

る。 

構造物全体系が崩壊しない。 

 

部材の一部ぶ耐荷力を失っても、構造

系としては地震直後に作用している

荷重すなわち、構造物の質量、上載荷

重、土圧、水圧等に対し、抵抗する余

力を残していることが必要である。 

1.破壊モードの判定 

2.塑性じん性率と応答塑性率 

 塑性じん性率を超える部材の塑性

ヒンジ部は次式を満足する必要が

ある。 

Vyd/Vmu≧2 

Vyd：曲げ降伏が想定される区間の

設計せん断力 

Vmu：部材が曲げ耐力Muに達する

時の、部材各断面のせん断力 

3.塑性化しても耐荷力を保持するこ

とが必要な部材については、耐震

性能2に対する照査と同じ検討が

必要。 

（詳細は「5.5.6 限界状態設計法に

おける安全性の照査」参照) 

＊重要度ＡＡ種の橋梁及び頭首工は、耐震性能の「限定された損傷にとどめる」について、地震時保有水平耐力法によっ 

て照査を行う。 

 

 
引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：2002年制定 コンクリート標準示方書（構造性能照査編)（2002) 

ⅱ）土木学会：コンクリート標準示方書（設計編)（1996) 

ⅲ）鹿島建設土木設計本部：(土木設計の要点)耐震設計法/限界状態設計法、鹿島出版会（1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5-173 
 

改定案 現行（手引き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 設計地震動の算定 

限界状態設計法により照査を行う構造物の設計地震動は、地上構造物（ファームポンド

（PC、RC))に対しては、土地改良事業設計指針「ファームポンド」に準じ、設計水平震度Khc2

（レベル2地震動のタイプⅠ)を適用する。一方、地中構造物（暗渠（ボックスカルバート)及び

ポンプ場（吸水槽))については、「水道施設耐震工法指針」のレベル2地震動に対する速度応答

スペクトルS'Vを適用するものとする。 

 

[解 説] 

限界状態設計法自体では、レベル2地震動に対する設計地震動の算定を定義していない。このため、

算定式に「水道施設耐震工法指針」を、設計水平震度の標準値に「道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編」に

おける設計水平震度（Khc：レベル2地震動（タイプⅠ))を用いた固有周期と構造物特性係数を考慮す

る設計水平震度Khc2及び「水道施設耐震工法指針」における速度応答スペクトルS'Vを用いる。それぞれ

の算定式及び設計用速度応答スペクトルの詳細は､「5.2.4 固有周期と構造物特性係数を考慮する設

計水平震度の算定方法」及び「5.6.2 応答変位法における設計地震動（速度応答スペクトル、設計水

平震度)」を参照するものとする。 

 

 

5.5.3 応力－ひずみ曲線 

(1) コンクリートの応力－ひずみ曲線 

コンクリートの応力－ひずみ曲線は、図-5.5.2に基づき、式(5.5.4)によって算出するものと

する。 

限界状態設計法の適用対象構造物は、レベル2地震動のタイプⅠのみを考慮するファームポン

ド（PC、RC）及びポンプ場（吸水槽)、レベル２地震動のタイプⅡのみを考慮する暗渠（ボ

ックスカルバート)及びポンプ場（吸水槽)であり、橋梁の橋脚における帯鉄筋等の拘束筋によ

るコンクリート強度σckの増加は考慮しないものとする。 

ａ．限界状態の検討の目的に応じて、コンクリートの応力－ひずみ曲線を仮定するものとする。 

ｂ．曲げモーメント及び曲げモーメントと軸方向

力を受ける部材の断面破壊の終局状態に対する

検討においては、一般に、図-5.5.2に示したモ

デル化された応力－ひずみ曲線を用いてよい。

なお、軽量骨材コンクリートの場合もこの検討

には図-5.5.2の応力－ひずみ曲線を用いてよい。 

 

  k1＝1－0.003f'
ck
≦0.85 ··············· (5.5.2) 

  0.00350.0025
30000

155





cu

ck

cu
'

'f

 ·  

     ······························ (5.5.3) 

ここで、f ' ckの単位はN/mm2 

曲線部の応力ひずみ式 

図-5.5.2 コンクリートの応力－ひずみ曲線 
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ｃ．使用限界状態に対する検討においては、コンクリートの応力－ひずみ曲線を直線としてよ

い。この場合のヤング係数は、以下のように定めるものとする。 

(a) コンクリートのヤング係数は、原則としてJIS A 1149「コンクリートの静弾性係数

試験方法」によって求めるものとする。 

(b) コンクリートのヤング係数E
c
は、一般に表-5.5.6に示した値としてよい。 

 
表-5.5.6 コンクリートのヤング係数 

コンクリート設計基準強度f ' ck（Ｎ/ｍｍ2) 18 24 30 40 50 60 70 80 

Ec（kN/mm
2) 

普通コンクリート 22 25 28 31 33 35 37 38 

 軽量骨材コンクリート＊ 13 15 16 19 － － － － 

＊骨材を全部軽量骨材とした場合 

 

(2) 鋼材の応力－ひずみ曲線 

ａ．鋼材の応力－ひずみ曲線は、検討の目的に応じて適切な形を仮定するものとする。 

ｂ．終局限界状態の検討においては、一般に図-5.5.3に示したモデル化された応力－ひずみ曲

線を用いてよい。 

 

 

図-5.5.3 鋼材のモデル化された応力－ひずみ曲線 

 

[解 説] 

(1) コンクリートの応力－ひずみ曲線 

通常のコンクリートの場合でも、応力－ひずみ曲線はコンクリートの種類、材齢、作用する応力状

態、載荷速度及び載荷経路等によって相当に異なる。しかしながら、棒部材の断面終局耐力のように、

応力－ひずみ曲線の相違が大きな影響を与えない場合がある。このような場合には、応力－ひずみ曲線

は、一般に用いられてきている図-5.5.2あるいは長方形などの適当な形を仮定してもよい。 

なお、図-5.5.2は、曲げ及び軸力を受ける場合の終局耐力を算定するためのモデルである。終局状

態に至る変形まで詳細に検討する場合は、終局状態近傍では応力－ひずみ曲線の影響が大きいので、

本来ならば下降域を含め実際に即した応力－ひずみ曲線を仮定する必要がある。 

(2) 鋼材の応力－ひずみ曲線 

鋼材の応力－ひずみ関係は、降伏までは線形弾性を示し、降伏後はひずみ硬化開始点までは応力が

増加しないまま、ひずみが増加し（降伏域)、ひずみ硬化後は引張強度まで応力が増加する。さらに、

その後は応力が低下し、破断に至る挙動を示す。 
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この関係を簡略化し、図-5.5.3(a)及び(c)のように、2本の直線で表すバイリニアモデルとすることも

多い。ただし、図-5.5.3(b)のようにPC鋼線、PC鋼より線及びPC鋼棒1号については、３本の直線の

トリリニアモデルとしてもよい。 

図-5.5.3に示す応力－ひずみ曲線は、一般に部材断面の応力度、耐力等の検討に用いてよい。 

 

 
引用・参考文献 

ⅰ)土木学会:2002年制定 コンクリート標準示方書（構造性能照査編)（2002) 

 

 

5.5.4 曲げモーメントと曲率の関係と曲げ耐力 

レベル2地震動は、鉄筋コンクリート部材の変形性能について検討が必要となる。その場合、

材料の非線形特性及び部材の損傷状態を考慮して構造解析を行い、変形状態について安全性を検

討しなければならない。 

材料の非線形特性はバイリニア型の曲げモーメントMと曲率φの関係を適用するものとする。 

 

[解 説] 

(1) 曲げモーメントと曲率の関係 

鉄筋コンクリート部材の変形性能は、コンクリートのひび割れ、軸方向鉄筋の降伏やかぶりコンク

リートのはく離、軸方向鉄筋の座屈等の部材の損傷状態を考慮して算定する必要がある。 

限界状態設計法においても、地震時保有水平耐力法の場合と同様に、変形性能を表現する線形モデ

ルとしてバイリニアモデルを適用するものとし、ひび割れ時、引張鉄筋の初降伏時、降伏時及び終局

状態に対して曲げモーメント及び曲率を、以下のように定義する。 

 

図-5.5.4 部材断面の曲げモーメントと曲率の関係 

 

図-5.5.4に示す、各折れ点の曲げモーメント及び曲率は、以下により算定する。 

ａ．Ｃ点（ひび割れ） 

(a) 曲げモーメントMc 

曲げひび割れ発生時の曲げモーメントで、コンクリートの縁引張応力度が部材寸法の影響を考

慮したコンクリートの曲げ強度に達するときの曲げモーメントとする。 

(b) 曲率φc 

全断面を有効として算定したMc時の曲率とする。 
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ｂ．Y0点（初降伏点） 

(a) 曲げモーメントMy0 

引張鉄筋が降伏するときの曲げモーメントとする。 

(b) 曲率φy0 

 断面の最も外側に配置された軸方向引張鉄筋が降伏するときの曲率で、式(5.5.5)により求める。 

φy0＝εxy/(d－xy0) ·············································· (5.5.5) 

ここに、 φy0 ：Y0点における曲率 

           εxy ：引張鉄筋の降伏ひずみ 

           d ：有効高さ 

           xy0 ：降伏時の中立軸 

 

ｃ．M点（終局状態) 

(a) 曲げモーメントMu 

最外縁の軸方向圧縮鉄筋位置におけるコンクリートの圧縮ひずみε'cuが、0.0025≦ε'cu≦0.0035

の時の曲げモーメントとする。 

(b) 曲率φu 

塑性ヒンジ部の平均曲率を用いる。 

ｄ．Y点（骨格曲線における降伏点) 

(a) 曲げモーメントMy 

完全弾塑性型のバイリニアモデルとする。 

My＝Mu 

(b) 曲率φy 

      
0

0

y

y

u
y

M

M
  ···················································· (5.5.6) 

上記で定義した各限界状態における曲げモーメントとそれに対応する曲率の算定方法は、図

-5.5.5に示すように各要素の断面を慣性力の作用方向に細分割し、平面保持の仮定力を成立する

ものとして求めた中立軸からの距離に比例する維ひずみ及びこれに対応する応力度が各微小要素内

で一定として、力のつり合い条件を満足する中立軸を、試算によって求める。 

これは、「5.4 地震時保有水平耐力法」の「5.4.4 曲げモーメントと曲率の関係」で示した算定法

と同じであり、限界状態設計法を用いる場合においてもこの方法を適用してよいものとする。 

また、初期降伏変位は、図-5.5.6に示すように、上部構造の慣性力の作用位置に初期降状水平

耐力を作用させたときの曲率分布により算出してもよい。 
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図-5.5.5 鉄筋コンクリート部材の水平力、変位及び分割 

 

図-5.5.6 塑性ヒンジ領域を考慮した曲率分布 

 

(2) 曲げ耐力の算定 

構造物躯体の部材には、一般的には軸力が作用する状態において、曲げモーメントが作用すること

を想定しておく。与えられた断面形状、材料定数等を用いて、ひずみの適合条件と力のつり合い条件

とを同時に満足するように、RC部材断面の各限界状態（ひび割れ、降伏及び終局)曲げ耐力を算定す

る方法としては、以下の2通りがある。 

[解法1] 

与えられた断面形状、材料定数の他に死荷重などによって与えられた軸方向力の設計値(Nd)を用い

て、ひずみの適合条件及び力のつり合い条件を同時に満足する中立軸の位置を求め、破壊抵抗曲げモ

ーメントMuを計算する方法。 

これは、「5.4.4 曲げモーメントと曲率の関係」で述べた曲げモーメントの算定法がこの解法にあて

はまる。 
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[解法2] 

与えられた断面形状、材料定数を用いて中立軸の位置を仮定し、ひずみの適合条件及び力のつり合

いを同時に満足する部材断面の終局強度(Nu、Mu)を求め、曲げモーメントと軸力の相関図（図- 

-5.5.7)を作成する方法。 

 

図-5.5.7 曲げモーメント－軸力の相関図＊ 

 

[解法1]と[解法2]とでは、基本的な考え方に変わるところはない。同一断面形状で軸方向力の

設計用値が種々変化しているような鉄筋コンクリート構造物の破壊に対する安全性の検討を行う場合、

たとえば、ポンプ場の吸水槽や杭基礎などの不静定構造物等の場合には、[解法1]の方法ではそのつ

ど繰返し計算を行う必要があるので、[解法2]の方が便利であるのに対し、一つの部材断面に対して

軸方向力の値が変化しない場合には、[解法1]の方が便利と考えられる。 

終局耐力は、軸力との相関（①つり合い偏心状態の場合、②鉄筋降伏先行型の場合、③コンクリー

ト圧壊型の場合、④その他の領域の場合)により算出する。部材の断面のひずみがすべて圧縮となる場

合以外は、コンクリートの圧縮応力度の分布を、図-5.5.8に示す長方形圧縮応力度の分布（等価ブロ

ック)と仮定してもよい。ちなみに、地震時保有水平耐力法における終局曲げ耐力Muは、等価ブロック

を用いず、非線形応力分布から求めている。 

 

図-5.5.8 等価応力ブロック 
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[参 考] 曲げモーメントと軸力の相関図を用いた算定方法 

 

図-5.5参1 M－N相関図 

 

曲げ及び軸方向力に対する安全性の検討では、図-5.5参1に示すように、点（γiMd、γiN'd）が、Mud

－N'ud曲線の内側、すなわち原点側に入ることが基本的な考え方である。 

設計断面力に対応する設計断面耐力は、設計断面力の偏心量e(＝Md/N'd）と設計断面耐力の偏心量

となるMudとN'udの組合わせとして求められる。 

設計曲げ耐力Mud、設計軸方向耐力N'udはそれぞれの力のつり合い条件より中立軸の位置xの関数と

して与えられるので、Mud/N'ud＝eとなる中立軸の位置を求めることにより設計断面耐力を算定でき

る。中立軸の位置xは、Mud/N'ud＝eよりxに関する高次方程式を導き、これを解くことにより求められ

る。この高次方程式を解くことはかなり煩雑となることから、ここでは実用的な解法の例を以下に示

す。 

中立軸の位置xを仮定して、式(5.5.参2)～式(5.5.参5)から設計曲げ耐力Mud、設計軸方向耐力N'ud

を算定し、MudとN'udの比がeとなるまで繰返し計算を行う。この方法は、曲げ及び軸方向に対する断面

耐力算定式のみの計算を行って解を得ることができる。この方法による設計断面耐力の算定方法の流

れは、図-5.5参2に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.5参2 設計断面耐力の実用的算定方法のフロー 

 

 

 

YES 

軸方向圧縮耐力の上限値の算定 
N'oud 

設計断面耐力の算定 
Mud、N'ud 

START 

中立軸位置の仮定 
x 

偏心量の照査 

Md /N'd＝e 

Mud/N'ud＝e 
｜e－e｜≦Δ（＝許容誤差） 

N'ud=N'oud 

Mud= Mud 

END 

軸方向圧縮耐力の照査 
N'ud＜N'oud 

NO 

YES 

NO 
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(1) 軸方向圧縮耐力の上限値の算定 

軸方向圧縮力を受ける部材の設計軸方向圧縮耐力の上限値N'oudは、帯鉄筋を使用する場合の式(5.5

参1)を用いるものとする。 

      
 

b

stydccd
oud

A'fA'fk
'N






1  ········································· (5.5.参1) 

ここに、 k1 ：強度の低減係数（＝1－0.003 f'ck≦0.85） 

               f'ck：コンクリート圧縮強度の特性値（N/mm2） 

           Ac ：コンクリートの断面積（mm2） 

           Ast ：軸方向鉄筋の全断面積（mm2） 

           f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm2） 

           f'yd ：軸方向鉄筋の設計圧縮降伏強度（N/mm2） 

           γb ：部材係数 

 

(2) 中立軸の位置の仮定 

圧縮縁から中立軸までの距離xを仮定する。 

(3) 設計断面耐力の算定 

中立軸が仮定した位置にある場合の設計曲げ耐力Mudと、設計軸方向耐力N'udを、式(5.5.参2)～式

(5.5参5)により算定する。 

(4) 偏心量の照査 

断面耐力の偏心量Mud/N'udが、断面力の偏心量Md/N'dに許容誤差範囲で一致することを確認する。

一致しない場合は、中立軸位置を修正して一致するまで(2)～(4)を繰返す。 

ａ．複鉄筋矩形断面の断面耐力は、曲げモーメント及び軸方向力のつり合い条件を示す式(5.5参2)、

式(5.5参3)から算定される。 

      



























222

h
dTd

h
'Tx

h
'CM stcsccu  ··························· (5.5参2) 

Nu＝C'＋T'sc－Tst ············································· (5.5参3) 

ここに、 Mu ：曲げ耐力 

           N'u ：軸方向耐力 

           C' ：コンクリート圧縮合力（C'＝0.688f'cdbx) 

           xc ：圧縮縁からコンクリート圧縮合力までの距離（xc＝0.416x) 

           T'sc ：圧縮鉄筋の圧縮合力（T'sc＝AscEsε's又はAscfyd) 

           Tst ：引張鉄筋の合力（Tst＝Astfyd又はAstEsε's） 

ｂ．設計曲げ耐力Mudと設計軸方向耐力N'udは、上記の断面耐力と部材係数から、式(5.5参4)、式(5.5

参5)によって求める。 

      
b

u
ud

M
M


  ····················································· (5.5参4) 

      
b
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'N


  ····················································· (5.5参5) 
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(5) 軸方向圧縮耐力の照査 

M/N'＝eが小さく、圧縮が支配的な断面では、軸方向圧縮耐力の上限値N'oudに対する照査を行う。

図-5.5参3に示すように、算定された設計軸方向耐力N'udがN'oudより大きければ、設計軸方向耐力は

N'oudに低減する。このとき、曲げ耐力も式(5.5参6)によって低減する。 

      ud

ud

oud
ud M

'N

'N
M   ················································· (5.5参6) 

なお、式(5.5参2)、式(5.5参3)中の圧縮力C'については、応力分布をそのまま用いる。 

また、「コンクリート標準示方書」に示す等価応力ブロックを用いた場合と、応力分布をそのまま

用いた場合の係数値の相違を比較して、図-5.5参4に示す。 

 
図-5.5参3 軸方向圧縮耐力の低減部      図-5.5参4 圧縮部のモデル化 

 

 

引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：2002年制定コンクリート標準示方書（構造性能照査編)（2002) 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 

ⅲ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（1990) 

ⅳ）岡村甫、國分正胤：新示方書によるコンクリート構造物の設計の例シリーズ第2巻 土圧を受ける構造物の設計、技報堂出版（1987) 
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5.5.5 構造解析 

断面力は構造特性を十分考慮し、適切な解析モデル及び構造解析方法により算定しなければな

らない。 

(1) 構造解析は基本的に静的解析を用いる。 

(2) 断面力の算定に当たっては、一般に力学特性を線形とした線材モデルを用いる。この場合の

剛性は、降伏剛性としてよい。ただし、地盤の応答変位を受ける地中構造物は、エネルギ一定

則が、そのまま適用できず、特に長軸方向の挙動については、力学特性を線形で表すと過大な

構造物の設計となる可能性もあり、このような場合には、非線型性を考慮した線材モデルの適

用を原則とする。 

 

[解 説] 

(1) 本手引きにおいて、限界状態設計法を用いる対象構造物は、ファームポンド（PC、RC)、暗渠（ボ

ックスカルバート)、ポンプ場（吸水槽)であり、構造解析は静的解析を原則とする。ただし、特に

重要度が高く、複雑な振動特性を示す構造物については、必要に応じて適切な動的応答解析を行う

ものとする。 

(2) 静定構造物の場合には、降伏剛性を用いた線形の線材モデルを用いて構造解析を行う。ただし、

この場合は「5.4.4 曲げモーメントと曲率の関係」で定義したように、部材の曲げモーメントM－

曲率φの関係を算定しておくものとする。M－φ関係は、完全弾塑性型のバイリニアモデルとし、エ

ネルギ一定則を用いて、応答塑性率や応答変位など部材の変形性能について設計じん性率や残留変

位の安全性を検討できるようにする。 

また、ボックスカルバートやラーメン構造の不静定構造物は非線形解析を行うことが望ましい。 

(3) 地盤の応答変位を受ける地中構造物の場合、地盤の構成状態なども起因して、塑性ヒンジの発生

箇所が設計時に特定できないことがある。このような場合を想定して、降伏点を超えた塑性変形に

伴う材料非線形性を曲げモーメントMと曲率φの関係で定義するM－φ要素を用いるものとする。M

－φ曲線の勾配は曲げ剛性EIであることから、変形に伴ってEIを変化させることで、弾塑性挙動を

表すものである。 
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[参 考] 材料非線形剛性 

材料非線形剛性は、要素のモデル化により評価方法が異なり、はり要素では以下に示す方法を採用

することが多い。 

・材端剛塑性ばね法 

・EI、GA一律低減法 

(1) 材端剛塑性ばね法 

材端剛塑性ばね法は、地震荷重が作用した場合に、はり要素の逆対称モーメントにより、材端に生

じる塑性ヒンジをモデル化したものである。図-5.5参5に模式図を示す。 

 

図-5.5参5 材端剛塑性ばね法 

 

 この方法は、要素の曲げに対する危険断面位置は材端とし、塑性ヒンジなどを材端の剛塑性ばねの

回転によって表すようにモデル化した方法である。はりの曲げによる塑性変形成分の柔性を危険断面

位置の柔性として評価している。 

(2) EI、GA一律低減法 

EI、GA一律低減法は、要素のいずれかの位置の応力について、弾・塑性判定を行い、それに応じて

EI（曲げ剛性)又はGA（せん断剛性)を低減するものである。 

EI、GA一律低減法は、曲げ及びせん断に対してそれぞれ別々の応力－ひずみ関係式より弾・塑性判

定を行い、曲げについては断面二次モーメント、せん断については弾面積がその要素内で一律に低減

するものとする（図-5.5参6参照)。 

 

図-5.5.参6 EI、GA一律低減法 

 

 
引用・参考文献 

ⅰ）(株)構造計画研究所：3次元立体構造物の静的・動的非線形解析プログラム、RESP－T理論マニュアル（1998) 
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(2) 限界状態設計法における安全性の照査 

1) 鉄筋コンクリート構造物の各部材に生じる曲げモーメント、せん断力、軸方向力は、原則として線

形理論により計算することとする。 

2) レベル2地震動の破壊に対する安全性の照査は、「コンクリート標準示方書 設計編」標準 3編 2

章に準じて行うものとする。 

ａ．一般的な破壊に対する安全性の照査 

レベル2地震動の破壊に対する安全性の照査は、式(5.7.2)により設計断面力Sdの設計断面耐力Rdに

対する比に、構造物係数γiを乗じた値が、1.0以下であることを確かめることにより行うものとする。 

γiSd/Rd≦1.0（構造物係数γi＝1.0) 

(a) 設計断面耐力Rdは、部材断面の耐力R(fd)を算定し、これを部材係数γbで除した値とする。 

Rd＝R(fd)/γb ···························································································· (5.7.3) 

部材係数γbは、表-5.7.4を参照。 

(b) 設計断面力Sdは、断面力S(Fd)を算定し、これに構造解析係数γaを乗じた値を合計したものと

する。 

Sd＝ΣγaS(Fd)（構造解析係数γa＝1.0) ·························· (5.7.4) 

ｂ．設計断面力の算定 

設計断面力Sdは、構造計算により求めた曲げモーメントM及びせん断力Sに荷重係数γfと構造解析係

数γaを乗じて求める。 

設計曲げモーメント Md＝γa・γf・M（Ｎ･mm) ··················· (5.7.5) 

設計せん断力    Vd＝γa・γf・S（Ｎ） ······················ (5.7.6) 

ここに、Vd ：設計せん断力 

ここで、荷重係数は設計荷重に乗じるべきであるが、本指針が対象とする荷重はすべて荷重係数γ

fが1.0であるため、曲げモーメント及びせん断力に乗じてよいものとする。 

ｃ.曲げモーメントに対する安全性の照査 

(a) 設計断面耐力 

設計曲げ耐力Mud（単鉄筋長方形断面の場合)は、式(5.7.7)により算定するものとする。 

 

5.5.6 限界状態設計法における安全性の照査 

断面破壊に対する検討は、設計断面力Sdの設計断面耐力Rdに対する比に構造物係数γiを乗じた

値が、1.0以下であることを確かめることにより行うものとする。 

γiSd/Rd≦1.0 ·············································· (5.5.7) 

(1) 材料の設計強度fdは、材料強度を材料係数γmで除した値とする。 

(2) 設計荷重は、荷重に荷重係数γ
f
を乗じて定めるものとする。 

(3) 設計断面耐力Rdは、材料の設計強度fdを用いて部材断面の耐力R（Rはfdの関数)を算定し、こ

れを部材係数γbで除した値とする。 

(4) 設計断面力Sdは、設計荷重（レベル2地震動)により生ずる断面力とする。 

 

[解 説] 

(1) 鉄筋コンクリート構造物の各部材に生じる曲げモーメント、せん断力、軸方向力は、原則として線

形理論により計算することとする。 

(2) レベル2地震動の破壊に対する安全性の照査は、「コンクリート標準示方書 設計編」第３、４及

び６章に準じて行うものとする。 

ａ．一般的な破壊に対する安全性の照査 

レベル2地震動の破壊に対する安全性の照査は、式(5.5.7)により設計断面力Sdの設計断面耐力Rdに

対する比に、構造物係数γiを乗じた値が、1.0以下であることを確かめることにより行うものとする。 

γiSd/Rd≦1.0（構造物係数γi＝1.0) 

(a) 設計断面耐力Rdは、部材断面の耐力R(fd)を算定し、これを部材係数γbで除した値とする。 

Rd＝R(fd)/γb ···························································································· (5.5.8) 

部材係数γbは、表-5.5.4を参照。 

(b) 設計断面力Sdは、断面力S(Fd)を算定し、これに構造解析係数γaを乗じた値を合計したものと

する。 

Sd＝ΣγaS(Fd)（構造解析係数γa＝1.0) ·························· (5.5.9) 

ｂ．設計断面力の算定 

設計断面力Sdは、構造計算により求めた曲げモーメントM及びせん断力Sに荷重係数γfと構造解析係

数γaを乗じて求める。 

設計曲げモーメント Md＝γa・γf・M（Ｎ･mm) ···················· (5.5.10) 

設計せん断力    Vd＝γa・γf・S（Ｎ） ······················· (5.5.11) 

ここに、Vd ：設計せん断力 

ここで、荷重係数は設計荷重に乗じるべきであるが、本手引きが対象とする荷重はすべて荷重係数

γfが1.0であるため、曲げモーメント及びせん断力に乗じてよいものとする。 

ｃ.曲げモーメントに対する安全性の照査 

(a) 設計断面耐力 

設計曲げ耐力Mud（単鉄筋長方形断面の場合)は、式(5.5.12)により算定するものとする。 
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b

cd

yds
ydsud /

b'f

fA
dfAM 










・・1.7

・
・ （Ｎ/mm2) ························ (5.7.7) 

ここに、 As ：引張鉄筋の断面積（mm2) 

           fyd ：鉄筋の設計引張降伏強度（fyk/γs)（N/mm2) 

           fyk ：鉄筋の引張降伏強度（SD295Aの場合、295N/mm2) 

           γs ：鋼材の材料係数＝1.0 

           d ：部材の有効高さ（mm) 

           f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（f'ck/γc)（N/mm2) 

           f'ck ：コンクリート設計基準強度（N/mm2) 

           γc ：コンクリートの材料係数＝1.3 

           γb ：部材係数＝1.15 

           b ：部材幅（mm) 

(b) 破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.7.8)を満足することとする。 

γi・Md/Mud≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ·························· (5.7.8) 

ｄ．軸方向力に対する安全性の照査 

(a) 設計断面耐力 

軸方向圧縮耐力は、以下の方法で算定する。 

軸方向圧縮力を受ける部材においては、軸方向圧縮耐力の上限値N'oudは、帯鉄筋を使用する場

合は式(5.5.14)により、また、らせん鉄筋を使用する場合は、式(5.7.9)と式(5.7.10)のいずれか

大きい方により、それぞれ算定するものとする。 

N'oud＝(0.85f'cdAc＋f'ydAst)/γb ···································· (5.7.9) 

N'oud＝(0.85f'cdAe＋f'ydAst＋2.5fpydAspe)/γb ························· (5.7.10) 

ここに、 Ac ：コンクリートの断面積（mm2） 

         Ae ：らせん鉄筋で囲まれたコンクリートの断面積（mm2） 

         Ast ：軸方向鉄筋の全断面積（mm2） 

         Aspe ：らせん鉄筋の換算断面積（＝πdspAsp/s）（mm2） 

         dsp ：らせん鉄筋で囲まれた断面の直径（mm） 

         Asp ：らせん鉄筋の断面積（mm2） 

         s ：らせん鉄筋のピッチ（mm） 

         f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm2） 

         f'yd ：軸方向鉄筋の設計圧縮降伏強度（N/mm2） 

         fpyd ：らせん鉄筋の設計引張降伏強度（N/mm2） 

         γb ：部材係数で、一般に1.3としてよい。 

(b) 破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.7.11)を満足することとする。 

γi・N'd/N'oud≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ·························· (5.7.11) 

ここに、 N'd ：設計軸方向圧縮力（Ｎ） 

      
b

cd

yds
ydsud /

b'f

fA
dfAM 










・・1.7

・
・ （Ｎ/mm2) ························ (5.5.12) 

ここに、 As ：引張鉄筋の断面積（mm2) 

           fyd ：鉄筋の設計引張降伏強度（fyk/γs)（N/mm2) 

           fyk ：鉄筋の引張降伏強度（SD295Aの場合、295N/mm2) 

           γs ：鋼材の材料係数＝1.0 

           d ：部材の有効高さ（mm) 

           f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（f'ck/γc)（N/mm2) 

           f'ck ：コンクリート設計基準強度（N/mm2) 

           γc ：コンクリートの材料係数＝1.3 

           γb ：部材係数＝1.15 

           b ：部材幅（mm) 

(b) 破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.5.13)を満足することとする。 

γi・Md/Mud≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ·························· (5.5.13) 

ｄ．軸方向力に対する安全性の照査 

(a) 設計断面耐力 

軸方向圧縮耐力は、以下の方法で算定する。 

軸方向圧縮力を受ける部材においては、軸方向圧縮耐力の上限値N'oudは、帯鉄筋を使用する場

合は式(5.5.14)により、また、らせん鉄筋を使用する場合は、式(5.5.14)と式(5.5.15)のいずれか

大きい方により、それぞれ算定するものとする。 

N'oud＝(0.85f'cdAc＋f'ydAst)/γb ···································· (5.5.14) 

N'oud＝(0.85f'cdAe＋f'ydAst＋2.5fpydAspe)/γb ························· (5.5.15) 

ここに、 Ac ：コンクリートの断面積（mm2） 

         Ae ：らせん鉄筋で囲まれたコンクリートの断面積（mm2） 

         Ast ：軸方向鉄筋の全断面積（mm2） 

         Aspe ：らせん鉄筋の換算断面積（＝πdspAsp/s）（mm2） 

         dsp ：らせん鉄筋で囲まれた断面の直径（mm） 

         Asp ：らせん鉄筋の断面積（mm2） 

         s ：らせん鉄筋のピッチ（mm） 

         f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm2） 

         f'yd ：軸方向鉄筋の設計圧縮降伏強度（N/mm2） 

         fpyd ：らせん鉄筋の設計引張降伏強度（N/mm2） 

         γb ：部材係数で、一般に1.3としてよい。 

(b) 破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.5.16)を満足することとする。 

γi・N'd/N'oud≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ·························· (5.5.16) 

ここに、 N'd ：設計軸方向圧縮力（Ｎ） 
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ｅ．せん断力に対する安全性の照査 

(a) 設計せん断耐力Vyd 

Vyd＝Vcd＋Vsd ·················································· (5.7.12) 

ここに、Vcd ：せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力(N)で、式(5.7.13)

による。 

Vcd＝βd・βp・βn・fvcd・bw・d/γb ····························· (5.7.13) 

ここに、 βd＝ d/10004  ただし、βd>1.5となる場合は、1.5とする。 

           βp＝ wp1003  ただし、βp>1.5となる場合は、1.5とする。 

           pw＝As/(bw・d) 

           As ：引張鋼材の断面積（mm2） 

           pw ：引張鋼材断面積の腹部断面積に対する比率 

           βn＝1＋M0/Md（N'd≧0の場合) ただし、βn＞2となる場合は2とする。 

＝1＋2M0/Md（N'd＜0の場合) ただし、βn＜0となる場合は0とする。 

           Md ：設計曲げモーメント（N・mm） 

           M0 ：設計曲げモーメントMdに対する引張縁において、軸方向力によって

発生する応力を打消すのに必要な曲げモーメント（N・mm） 

           fVCd＝0.20
cd'f3 （N/mm2） 

           f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm2） 

           bw ：腹部の幅（mm） 

           d ：有効高さ（mm） 

           γb ：部材係数、一般に1.3としてよい。 

           Vsd ：せん断補強鋼材により受け持たれる設計せん断耐力(N)で、式(5.7.14)

による。 

Vsd＝{Awfwyd(sinαs＋cosαs)/Ss}z/γb ··························· (5.7.14) 

ここに、 Aw ：区間ssにおけるせん断補強筋の総断面積（mm2) 

           fwyd ：せん断補強筋の設計降伏強度（N/mm2)で、400N/mm2以下とする。 

           αs ：せん断補強筋が部材軸となす角度(°) 

           Ss ：せん断補強筋の配置間隔（mm） 

           z ：圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心までの距離(mm)、一般に、

d/1.15としてよい。 

           γb ：部材係数、一般に1.15としてよい。 

(b) 破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.7.15)を満足することとする。 

γi・Vd/Vyd≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ··························· (5.7.15) 

ここに、 Vd ：設計せん断力（N）  Vyd ：設計せん断耐力（N） 

 
引用・参考文献 

ⅰ）農林水産省構造改善局建設部：土地改良事業設計指針「ファームポンド」（1999) 

 

 

ｅ．せん断力に対する安全性の照査 

(a) 設計せん断耐力Vyd 

Vyd＝Vcd＋Vsd ·················································· (5.5.17) 

ここに、Vcd ：せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力(N)で、式(5.5.18)

による。 

Vcd＝βd・βp・βn・fvcd・bw・d/γb ····························· (5.5.18) 

ここに、 βd＝ d/10004  ただし、βd>1.5となる場合は、1.5とする。 

           βp＝ wp1003  ただし、βp>1.5となる場合は、1.5とする。 

           pw＝As/(bw・d) 

           As ：引張鋼材の断面積（mm2） 

           pw ：引張鋼材断面積の腹部断面積に対する比率 

           βn＝1＋M0/Md（N'd≧0の場合) ただし、βn＞2となる場合は2とする。 

＝1＋2M0/Md（N'd＜0の場合) ただし、βn＜0となる場合は0とする。 

           Md ：設計曲げモーメント（N・mm） 

           M0 ：設計曲げモーメントMdに対する引張縁において、軸方向力によって

発生する応力を打消すのに必要な曲げモーメント（N・mm） 

           fVCd＝0.20
cd'f3 （N/mm2） 

           f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm2） 

           bw ：腹部の幅（mm） 

           d ：有効高さ（mm） 

           γb ：部材係数、一般に1.3としてよい。 

           Vsd ：せん断補強鋼材により受け持たれる設計せん断耐力(N)で、式(5.5.19)

による。 

Vsd＝{Awfwyd(sinαs＋cosαs)/Ss}z/γb ··························· (5.5.19) 

ここに、 Aw ：区間ssにおけるせん断補強筋の総断面積（mm2) 

           fwyd ：せん断補強筋の設計降伏強度（N/mm2)で、400N/mm2以下とする。 

           αs ：せん断補強筋が部材軸となす角度(°) 

           Ss ：せん断補強筋の配置間隔（mm） 

           z ：圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心までの距離(mm)、一般に、

d/1.15としてよい。 

           γb ：部材係数、一般に1.15としてよい。 

(b) 破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.5.20)を満足することとする。 

γi・Vd/Vyd≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ··························· (5.5.20) 

ここに、 Vd ：設計せん断力（N）  Vyd ：設計せん断耐力（N） 

 
引用・参考文献 

ⅰ）農林水産省構造改善局建設部：土地改良事業設計指針「ファームポンド」（1999) 
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5.8 各種構造物の重要度区分、耐震性能、耐震計算法の適用区分 

 

表-5.8.1① 各種構造物の重要度    

構 造 区 分 地上構造物（鉄筋コンクリート) 

構 造 種 別 
② 農道橋の橋脚 

②水路橋・水管橋の橋脚 

重 要 度 

 
Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造物の

耐震性能 
健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 

耐震設計で考慮する

地震動 
レベル１ レベル１ 

レベル２ 

タイプⅠ（プレート境界型） 

タイプⅡ（内陸直下型） 

耐震設計法に用いる

設計水平震度及び水

平変位振幅の算定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別が、Ｉ種、Ⅱ

種、Ⅲ種に対してそれぞれ、

0.16、0.20、0.24とする。 

Kh=Cz・Kh0 

（固有周期Ｔと地盤種別から 

Kh0を決定) 

 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

(固有周期Ｔと地盤種別から

Khc0を決定)  

耐震計算法 
震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

震 度 法 

(固有周期を考慮する) 
地震時保有水平耐力法 

照 査 法 許容応力度法 許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

備  考 

(農道橋の例) 

次の①～③のいずれかに該当する施設。 

ＡＡ：①施設周辺の人命・財産やライフ

ラインへの影響が極めて大きい施

設。 

②避難・救護活動への影響が極め

て大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能へ

の影響が極めて大きい施設。 

Ａ ：基幹的農道で被災による影響が大

きい施設。 

Ｂ ：小規模農道橋。 

(水路橋・水管橋の例) 

次の①～③のいずれかに該当する施設 

Ａ：①水利施設の大きさ 

供給される用排水の中断あるいは減量が地域の住

民生活及び経済活動・生産活動に与える影響の度合

い。 

②被災による二次災害危険度 

水路施設が被災することにより第三者への被害で、

特に人命・財産やライフラインなどへの影響。 

③応急復旧の難易度 

水路組織が被災した場合に直ちに実施すべき応急

復旧・代替のための現場作業の難易度。 

Ｂ：同上 

Ｃ：同上 

※区分を判断する上での参考指標(例)は、「2.3 施設

の重要度区分」を参照。 

＊Cz：地域別補正係数、Kh：レベル１地震動の設計水平震度(震度法（固有周期を考慮する）)、Kh0：設計水平震度の標準 

値（震度法(固有周期を考慮する)）、Khc：レベル2地震動の設計水平震度（地震時保有水平耐力法）、Khc0：レベル２地 

震動の設計水平震度の標準値（地震時保有水平耐力法）、Cs：構造物特性補正係数、μa：許容塑性率 

 

2.6 各種構造物の重要度区分と耐震性能の適用区分※素案との対比のため、「2.6」を再掲 

 

表-2.6.1① 各種構造物の重要度 

構 造 区 分 地上構造物（鉄筋コンクリート) 

構 造 種 別 橋梁（農道橋、水路橋、水管橋)の橋脚 

重 要 度 Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造物の

耐震性能 
健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 

耐震設計で考慮する

地震動 
レベル１ レベル１ 

レベル２ 

タイプⅠ（プレート境界型） 

タイプⅡ（内陸直下型） 

耐震設計法に用いる

設計水平震度及び水

平変位振幅の算定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別が、Ｉ種、Ⅱ

種、Ⅲ種に対してそれぞれ、

0.16、0.20、0.24とする。 

Kh=Cz・Kh0 

（固有周期Ｔと地盤種別から 

Kh0を決定) 

 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

(固有周期Ｔと地盤種別から

Khc0を決定)  

耐震設計法 
震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

震 度 法 

(固有周期を考慮する) 
地震時保有水平耐力法 

照 査 法 許容応力度法 許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

備  考 

(農道橋の例) 

ＡＡ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①施設周辺の人命・財産やライフラインへの影響が極めて大きい施設。 

②地域防災計画によって避難路に指定されている道路など、避難・救護活動への影響が極め 

て大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて大きい施設。 

Ａ ：基幹的農道で被災による影響が大きい施設。 

Ｂ ：小規模農道橋。 

＊Cz：地域別補正係数、Kh：レベル１地震動の設計水平震度(震度法（固有周期を考慮する）)、Kh0：設計水平震度の標準 

値（震度法(固有周期を考慮する)）、Khc：レベル2地震動の設計水平震度（地震時保有水平耐力法）、Khc0：レベル２地 

震動の設計水平震度の標準値（地震時保有水平耐力法）、Cs：構造物特性補正係数、μa：許容塑性率 
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改定案 現行（手引き） 

 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地上構造物（鉄筋コンクリート) 

①農道橋の橋脚 

②水路橋・水管橋の橋脚 

ＡＡ種 

健全性を損なわない 限定された損傷にとどめる 

レベル１ 

 

レベル2 

タイプⅠ(プレート境界型) 

タイプⅡ(内陸直下型) 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期Ｔと地盤種別からKh0を決定) 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

（固有周期Ｔと地盤種別からKhc0を決定） 

震 度 法 

（固有周期を考慮する) 
地震時保有水平耐力法 

許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

重要度ＡＡ種及びＡ種は、レベル１、レベル２地震動（タイプⅠ及びタイプⅡの両者）を検証。 

ただし、重要度ＡＡ種とＡ種の目標とする耐震性能は異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地上構造物（鉄筋コンクリート) 

橋梁（農道橋、水路橋、水管橋)の橋脚 

ＡＡ種 

健全性を損なわない 限定された損傷にとどめる 

レベル１ 

 

レベル2 

タイプⅠ(プレート境界型) 

タイプⅡ(内陸直下型) 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期Ｔと地盤種別からKh0を決定) 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

（固有周期Ｔと地盤種別からKhc0を決定） 

 

震 度 法 

（固有周期を考慮する) 

地震時保有水平耐力法 

許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

重要度ＡＡ種及びＡ種は、レベル１、レベル２地震動（タイプⅠ及びタイプⅡの両者）を検証。 

ただし、重要度ＡＡ種とＡ種の目標とする耐震性能は異なる。 
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改定案 現行（手引き） 

 

 

表-5.8.1② 各種構造物の重要度    

構造区分 地上構造物(鉄筋コンクリート) 

構造種別 ③頭首工の堰柱 

重 要 度 Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造物の 

耐震性能 
健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 

耐震設計で考慮する 

地震動 
レベル１ レベル1 

レベル２ 

タイプⅠ（プレート境界型） 

タイプⅡ（内陸直下型） 

耐震設計に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期Ｔと地盤種別から

Kh0を決定) 

Kh=Cz・Kh0 

（固有周期Ｔと地盤種別から 

Kh0を決定) 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

(固有周期Ｔと地盤種別から 

Khc0を決定) 

耐震計算法 
震 度 法 

(固有周期を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期を考慮する) 
地震時保有水平耐力法 

照査法 許容応力度法 許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

備  考 

ＡＡ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①被災により治水上重大な影響を及ぼす施設。 

②被災により利用上重大な影響を及ぼす施設。 

③被災により災害リスク管理上重大な影響を及ぼす施設。 

ＡＡＡ種、Ａ種以外の施設。 

Ｂ：地震による被災の可能性が小さく、また被災した場合でも治水上の影響が極めて小さいと 

考えられるもの 

＊Cz：地域別補正係数、Kh：レベル１地震動の設計水平震度(震度法（固有周期を考慮する）)、Kh0：設計水平震度の標準 

値（震度法(固有周期を考慮する)）、Khc：レベル2地震動の設計水平震度（地震時保有水平耐力法）、Khc0：レベル２地 

震動の設計水平震度の標準値（地震時保有水平耐力法）、Cs：構造物特性補正係数、μa：許容塑性率 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2.6.1② 各種構造物の重要度 

構造区分 地上構造物(鉄筋コンクリート) 

構造種別 頭首工の堰柱 

重 要 度 Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造物の 

耐震性能 
健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 

耐震設計で考慮する 

地震動 
レベル１ レベル1 

レベル２ 

タイプⅠ（プレート境界型） 

タイプⅡ（内陸直下型） 

耐震設計法に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期Ｔと地盤種別から

Kh0を決定) 

Kh=Cz・Kh0 

（固有周期Ｔと地盤種別から 

Kh0を決定) 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

(固有周期Ｔと地盤種別から 

Khc0を決定) 

耐震設計法 
震 度 法 

(固有周期を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期を考慮する) 
地震時保有水平耐力法 

照査法 許容応力度法 許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

備  考 

ＡＡ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①施設周辺及び上下流域の人命・財産や、上部工を幹線道路として利用するなど、ライフラ 

インへの影響が極めて大きい施設。 

②上部工が地域防災計画によって避難路に指定されているなど、避難・救護活動への影響が 

極めて大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて大きい施設。 

Ａ ：被災による影響が大きい施設。 

Ｂ ：被災による影響が少ない施設。 

＊Cz：地域別補正係数、Kh：レベル１地震動の設計水平震度(震度法（固有周期を考慮する）)、Kh0：設計水平震度の標準 

値（震度法(固有周期を考慮する)）、Khc：レベル2地震動の設計水平震度（地震時保有水平耐力法）、Khc0：レベル２地 

震動の設計水平震度の標準値（地震時保有水平耐力法）、Cs：構造物特性補正係数、μa：許容塑性率 
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改定案 現行（手引き） 

 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地上構造物（鉄筋コンクリート) 

③頭首工の堰柱 

ＡＡ種 

健全性を損なわない 限定された損傷にとどめる 

レベル１ 
 

 

レベル2 

タイプⅠ（プレート境界型） 

タイプⅡ（内陸直下型） 

 

 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期Ｔと地盤種別からKh0を決定) 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

（固有周期Ｔと地盤種別からKhc0を決定） 

震  度  法 

（固有周期を考慮する） 
地震時保有水平耐力法 

許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

重要度ＡＡ種及びＡ種は、レベル１、レベル２地震動（タイプＩ及びタイプⅡの両者)を検証。 

ただし、重要度ＡＡ種とＡ種の目標とする耐震性能は異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地上構造物（鉄筋コンクリート) 

頭首工の堰柱 

ＡＡ種 

健全性を損なわない 限定された損傷にとどめる 

レベル１ 
 

 

レベル2 

タイプⅠ（プレート境界型） 

タイプⅡ（内陸直下型） 

 

 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期Ｔと地盤種別からKh0を決定) 

Khc＝Cz・Cs・Khc0 

121  a/Cs 
 

（固有周期Ｔと地盤種別からKhc0を決定） 

震  度  法 

（固有周期を考慮する） 
地震時保有水平耐力法 

許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

重要度ＡＡ種及びＡ種は、レベル１、レベル２地震動（タイプＩ及びタイプⅡの両者)を検証。 

ただし、重要度ＡＡ種とＡ種の目標とする耐震性能は異なる。 
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改定案 現行（手引き） 

 

 

 

表-5.8.1③ 各種構造物の重要度   

構 造 区 分 地上構造物（鉄筋コンクリート) 

構 造 種 別 ④擁   壁 ⑤開 水 路 

重 要 度 Ｂ種 Ａ種 Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造

物の耐震性能 
健全性を損なわない 

致命的な損傷を防止する 

(健全性を損なわない) 
健全性を損なわない 

致命的な損傷を防止する 

(健全性を損なわない) 

耐震設計で考慮

する地震動 
レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ 

耐震設計に用い

る設計水平震度

及び水平変位振

幅の算定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ

種、Ⅱ種、Ⅲ種に対し

てそれぞれ、0.12、

0.15、0.18とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、Ⅱ

種、Ⅲ種に対してそれぞれ、

0.16、0.20、0.24とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対してそ

れぞれ、0.12、0.15、

0.18とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、Ⅱ

種、Ⅲ種に対してそれぞ

れ、0.16、0.20、0.24とす

る。 

耐震計算法 
震度法 

(固有周期を考慮しない） 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

照 査 法 許容応力度法 
限界状態設計法 
(許容応力度法) 

許容応力度法 
限界状態設計法 
(許容応力度法) 

備   考 

Ａ：次の①～③のいずれかに該当する施設 

①水利施設の大きさ 

供給される用排水の中断あるいは減量が地域の住民生活及び経済活動・生産活動に与える影響

の度合い。 

  ②被災による二次災害危険度 

水路施設が被災することにより第三者への被害で、特に人命・財産やライフラインなどへの影

響。 

  ③応急復旧の難易度 

水路組織が被災した場合に直ちに実施すべき応急復旧・代替のための現場作業の難易度。 

Ｂ：同上 

Ｃ：同上 

 

※区分を判断する上での参考指標(例)は、「2.3 施設の重要度区分」を参照。 

＊ Khg：地盤面における設計水平震度（震度法（固有周期を考慮しない））、Khg0：地盤面における設計水平震度の標準値（震度法

（固有周期を考慮しない））、Cz：地域別補正係数 

 

 

 

 

表-2.6.1③ 各種構造物の重要度   

構 造 区 分 地上構造物（鉄筋コンクリート) 

構 造 種 別 擁   壁 開 水 路 

重 要 度 Ｂ種 Ａ種 Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造物の

耐震性能 
健全性を損なわない 健全性を損なわない 健全性を損なわない 健全性を損なわない 

耐震設計で考慮する

地震動 
レベル１ レベル２ レベル１ レベル２ 

耐震設計法に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対してそれ

ぞれ、0.12、0.15、0.18

とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対してそれ

ぞれ、0.16、0.20、0.24

とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対してそれ

ぞれ、0.12、0.15、0.18

とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対してそれ

ぞれ、0.16、0.20、0.24

とする。 

耐震設計法 
震度法 

(固有周期を考慮しない） 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

照 査 法 許容応力度法 許容応力度法 許容応力度法 許容応力度法 

備   考 

「道路土工擁壁工指針」における中規模地震、大

規模地震動を本手引きではそれぞれレベル１地震

動及びレベル２地震動とした。 

また、レベル２地震動の部材の構造計算、照査も

許容応力度法で行うことにする。 

Ａ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①主要道路や鉄道、河川、住宅地等に隣接する

もので、施設周辺の人命・財産やライフライ

ンへの影響が極めて大きい施設。 

②地域防災計画によって避難路に指定されてい

る道路に隣接するなど、避難・救護活動への

影響が極めて大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて

大きい施設。 

Ｂ：次の①、②のいずれかに該当する施設。 

①被災による影響が大きい施設。 

②底面からの壁高が８ｍを超える施設。 

Ｃ：底面からの壁高が８ｍ以下で、被災による影 

響が少ない施設。 

Ａ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①主要道路や鉄道、住宅地等に隣接するもの

で、施設周辺の人命・財産やライフラインへ

の影響が極めて大きい施設。 

②地域防災計画によって避難路に指定されて

いる道路に隣接、又は災害時の防火用水に指

定されているなど、避難・救護活動への影響

が極めて大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極め

て大きい施設。 

Ｂ：被災による影響が大きい施設。 

Ｃ：被災による影響が少ない施設。 

＊ Khg：地盤面における設計水平震度（震度法（固有周期を考慮しない））、Khg0：地盤面における設計水平震度の標準値（震度法

（固有周期を考慮しない））、Cz：地域別補正係数 
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改定案 現行（手引き） 

 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地上構造物(鉄筋コンクリート) 

⑥ファームポンド 

ＰＣ構造 ＲＣ構造 

Ａ種、Ｂ種 Ｂ種 

健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

レベル１ 
レベル２ 

〔タイプＩ(プレート境界型)〕 
レベル１ 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期ＴからKh0を決定) 

Khc2＝Cz・C
s2
・Khc20 

C
s2
は0.45を標準とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種に対してそれぞれ

0.16、0.20、0.24とする。ただし、Ⅰ種地盤上に地上式

として設置する逆Ｔ擁壁式のKhg0は、hがh≦5.0ｍ、5.0

＜h≦7.0ｍ、7.0＜h≦9.0ｍに対して、それぞれ0.16、

0.18、0.20とする。 

震 度 法 

(固有周期を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期と構造物特性係数を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

許容応力度法 限界状態設計法 許容応力度法 

  

 

Ａ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①施設周辺の人命・財産やライフラインへの影響が極め

て大きい施設。 

②避難・救護活動への影響が極めて大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて大きい 

施設。 

Ｂ： ― 

Ｃ： 被災による影響が少ない施設。 

 

 

 

Ｂ：被災による影響が大きい施設 

Ｃ：被災による影響が大きい施設 

 

＊ Kh：レベル１地震動の設計水平震度(震度法(固有周期を考慮する))、Kh0：設計水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮

する)）、Khc2：レベル２地震動の設計水平震度((震度法(固有周期と構造物特性係数を考慮する))、Khc20：レベル 

２地震動の設計水平震度の標準値（震度法(固有周期と構造物特性係数を考慮する)）、C
s2
：構造物特性係数 

 

 

 

 

 

 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地上構造物(鉄筋コンクリート) 

ファームポンド 

ＰＣ ＲＣ 

Ａ種、Ｂ種 Ｂ種 

健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

レベル１ 
レベル２ 

〔タイプＩ(プレート境界型)〕 
レベル１ 

Kh=Cz・Kh0 

(固有周期ＴからKh0を決定) 

Khc2＝Cz・C
s2
・Khc20 

C
s2
は0.45を標準とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種に

対してそれぞれ0.16、0.20、0.24とす

る。ただし、Ⅰ種地盤上に地上式とし

て設置する逆Ｔ擁壁式のKhg0は、hが 

h≦5.0ｍ、5.0＜h≦7.0ｍ、7.0＜h≦ 

9.0ｍに対して、それぞれ0.16、0.18、 

0.20とする。 

震 度 法 

(固有周期を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期と構造物特性係数を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

許容応力度法 限界状態設計法 許容応力度法 

  

 

Ａ： 重要度Ｃ種以外(重要度Ｃ以外はレベル1及びレベル２地震動について 

Ｂ： 耐震設計を行うため、重要度Ａ種かＢ種の区分は行わない) 

Ｃ：底版上面からの壁高が３ｍ以下かつ有効容量が500ｍ3以下の施設。 

 

土地改良事業設計指針「ファームポンド」参照。 

 

Ｂ：底版上面からの壁高が３ｍを超え

る、又は有効容量が500ｍ3を超える

地上高が５ｍ以下の地上式の擁壁

式。底版上面からの壁高が３ｍを超

える、又は有効容量が500ｍ3を超え

る掘込式の擁i壁式。 

Ｃ：底版上面からの壁高が３ｍ以下で

あり、かつ有効容量が500ｍ3以下の

施設。地下式及び掘込式で擁壁式

ではない施設。 

 

土地改良事業設計指針「ファームポン

ド」参照。 

＊ Kh：レベル１地震動の設計水平震度(震度法(固有周期を考慮する))、Kh0：設計水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮

する)）、Khc2：レベル２地震動の設計水平震度((震度法(固有周期と構造物特性係数を考慮する))、Khc20：レベル 

２地震動の設計水平震度の標準値（震度法(固有周期と構造物特性係数を考慮する)）、C
s2
：構造物特性係数 
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表-5.8.1④ 各種構造物の重要度   

構 造 区 分 地上構造物(鉄筋コンクリート) 
地上構造物 

(盛土) 

構 造 種 別 

 

⑥ファームポンド 
⑦ため池 

ＲＣ構造 

重 要 度 Ａ種 ＡＡ種、Ａ種、Ｂ種 

目標とする構造物

の耐震性能 
健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

耐震設計で考慮す

る地震動 
レベル１ 

レベル２ 

〔タイプⅠ(プレート境界型)〕 
レベル１ 

耐震設計に用いる 

設計水平震度及び

水平変位振幅の算

定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がⅠ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対して、そ

れぞれ0.16、0.20、0.24

とする。ただし、Ⅰ種地

盤上に地上式として設置

する逆Ｔ擁壁式のKhg0

は、hがh≦5.Oｍ、5.0＜

h≦7.Oｍ、7.0＜h≦9.O

ｍに対して、それぞれ

0.16、0.18、0.20とする。 

Khc2＝Cz・C
s2
・Khc20 

C
s2
は0.45を標準とする。 

Khc20は地盤種別にかかわらず 

0.7とする。 

設計水平震度の基準 

耐震計算法 

震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

 

震 度 法 

(固有周期と構造物特性係数

を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

 

照 査 法 許容応力度法 限界状態設計法 円弧すべり法 

備    考 

Ａ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①施設周辺の人命・財産やライフラインへの影響が

極めて大きい施設。 

②避難・救護活動への影響が極めて大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて大

きい施設。 

 

ＡＡ：次の①～②のいずれかに該当する施

設 

①堤体下流に主要道路や鉄道、住宅

地等があり、施設周辺の人命・財

産やライフラインへの影響が極め

て大きい施設 

②地域防災計画によって避難路に

指定されている道路に隣接するな

ど、避難・救護活動への影響が極め

て大きい施設 

Ａ：被災による影響が極めて大きい施設 

Ｂ：ＡＡ種、A種以外の施設 

＊ Khg：地盤面における設計水平震度（震度法（固有周期を考慮しない））、Khg0：地盤面における設計水平震度の標準値（震度法

（固有周期を考慮しない））、Khc2：レベル２地震動の設計水平震度（震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する））、Khc20：

レベル２地震動の設計水平震度の標準値（震度法(固有周期と構造物特性係数を考慮する)）、Cz：地域別補正係数、C
s2
：構造

物特性係数 

 

 

 

表-2.6.1④ 各種構造物の重要度 

構 造 区 分 地上構造物(鉄筋コンクリート) 
地上構造物 

(盛土) 

構 造 種 別 
ファームポンド 

ため池・調整池 
ＲＣ 

構 造 区 分 Ａ種 Ａ種、Ｂ種、Ｃ種 

目標とする構造物の

耐震性能 
健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

耐震設計で考慮する 

地震動 
レベル１ 

レベル２ 

〔タイプⅠ(プレート境界型)〕 
レベル１ 

耐震設計法に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ

種に対して、それぞれ0.16、

0.20、0.24とする。ただし、Ⅰ

種地盤上に地上式として設置す

る逆Ｔ擁壁式のKhg0は、hが 

h≦5.Oｍ、5.0＜h≦7.Oｍ、7.0

＜h≦9.Oｍに対して、それぞれ

0.16、0.18、0.20とする。 

Khc2＝Cz・C
s2
・Khc20 

C
s2
は0.45を標準とする。 

Khc20は地盤種別にかかわらず 

0.7とする。 

設計水平震度の基準 

耐震設計法 

震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

 

震 度 法 

(固有周期と構造物特性係数 

を考慮する) 

震 度 法 

(固有周期を考慮しない) 

 

照 査 法 許容応力度法 限界状態設計法 円弧すべり法 

備    考 

Ａ:地上高が５ｍを超える地上式の擁壁式。 

 

土地改良事業設計指針「ファームポンド」参照。 

重要度Ａ種、Ｂ種、Ｃ種にかかわ

らず、すべて耐震設計を行う。 

また、地震動は従来と同じくレベ

ル１地震動のみ検討する。 

Ａ種は、液状化対策工の評価を行

う。 

＊ Khg：地盤面における設計水平震度（震度法（固有周期を考慮しない））、Khg0：地盤面における設計水平震度の標準値（震度法

（固有周期を考慮しない））、Khc2：レベル２地震動の設計水平震度（震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する））、Khc20：

レベル２地震動の設計水平震度の標準値（震度法(固有周期と構造物特性係数を考慮する)）、Cz：地域別補正係数、C
s2
：構造

物特性係数 

 

地 域 

区 分 
均一型 その他 

強震帯 0.15 0.15 

中震帯 0.15 0.12 

弱震帯 0.12 0.10 

 

地 域 

区 分 
均一型 その他 

強震帯 0.15 0.15 

中震帯 0.15 0.12 

弱震帯 0.12 0.10 
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区分と耐震性能の適用区分 

地中構造物 

⑧パイプライン 
⑨暗渠 

(ボックスカルバート) 

Ｂ種 Ａ種 Ｂ種 

健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

レベル１ レベル１ 
レベル２ 

〔タイプⅡ(内陸直下型)〕 
レベル１ 

地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 
地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 
地盤変位振幅 

2H
cos

2
2

z
TSU Gvh




・・

 
地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 

・躯体慣性力等を求める設計水

平震度 

Kh1＝Cz・Kh10、K’h1＝Cz・K’h10 

 

Kh10は地盤種別のⅠ種、Ⅱ 

種、Ⅲ種に対して、それぞれ

0.16、0.20、0.24とする。 

K’h10は0.15とする。 

応答変位法 応答変位法 応答変位法 
応答変位法及び震度法 

(固有周期を考慮しない) 

応答変位法 

・管体応力、ひずみの照査 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

応答変位法 

・管体応力、ひずみの照査 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

応答変位法 

・管体応力、ひずみの照査 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

許容応力度法 

「一体構造」 

・管体応力、ひずみ 

「継手構造」 

・管体応力、ひずみ 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

 

①利水施設としての規模 

Ｂ：②被災による二次災害 

Ｃ：  危険 

③応急復旧の難易度 

をもとに区分する。 

※区分を判断する上での参

考指標(例)は、「2.3 施設

の重要度区分」を参照。 

Ａ: 次の①～③のいずれかに該当する施設 

① 利水施設としての規模 

（供給される用水の中断あるいは減量が地域の生活機

能および経済活動・生産活動に与える影響の度合い。） 

② 被災による二次災害危険度 

（パイプライン施設が被災することによる第三者へ

の被害で、特に人命・財産やライフラインなどへの

影響。） 

③ 応急復旧の難易度 

（パイプライン施設が被災した場合に直ちに実施

すべき応急復旧のための現場作業の難易度） 

 

※区分を判断する上での参考指標(例)は、「2.3 施設の

重要度区分」を参照。 

 

①利水施設としての規模 

Ｂ：②被災による二次災害 

Ｃ：  危険度 

③ 応急復旧の難易度 

  

 ※区分を判断する上での参

考指標(例)は、「2.3 施設

の重要度区分」を参照。 

＊ U
h
：地盤変位振幅、S

V
：レベル１地震動の速度応答スペクトル、T

G
：地盤の特性値、H：表層地盤の厚さ、z：地表面からの

深さ、S'
V
：レベル２地震動の速度応答スペクトル、K

h1
：レベル１地震動の地表面における設計水平震度（震度法(固有周期を

考慮しない))、K
h10
：レベル１地震動の地表面における設計水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない))、K'

h1
：レ

ベル１地震動の基盤面における設計水平震度（震度法(固有周期を考慮しない))、K'
h10
：レベル１地震動の基盤面における設計

水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない)） 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地中構造物 

パイプライン 暗渠(ボックスカルバート) 

Ｂ種 Ａ種 Ｂ種 

健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

レベル１ レベル１ 
レベル２ 

〔タイプⅡ(内陸直下型)〕 
レベル１ 

地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 
地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 
地盤変位振幅 

2H
cos

2
2

z
TSU Gvh




・・

 
地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 

・躯体慣性力等を求める設計

水平震度 

Kh1＝Cz・Kh10、K’h1＝Cz・K’h10 

Kh10は地盤種別のⅠ種、Ⅱ 

種、Ⅲ種に対して、それぞれ

0.16、0.20、0.24とする。 

K’h10は0.15とする。 

応答変位法 応答変位法 応答変位法 
応答変位法及び震度法 

(固有周期を考慮しない) 

応答変位法 

・管体応力、ひずみの照査 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

応答変位法 

・管体応力、ひずみの照査 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

応答変位法 

・管体応力、ひずみの照査 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

許容応力度法 

「一体構造」 

・管体応力、ひずみ 

「継手構造」 

・管体応力、ひずみ 

・継手伸縮量 

・継手屈曲角度 

Ｂ：被災による影響が大きい

施設。 

Ｃ：被災による影響が少ない

施設。 

※重要度Ｂ種は、多様化に

よる対策工を行うことに

よって、耐震設計を省略

できるものとする。 

Ａ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①主要道路や鉄道、河川、住宅地等の地下に埋設、又はこ

れに隣接するもので、施設周辺の人命・財産やライフラ

インへの影響が極めて大きい施設。 

②地域防災計画によって避難路に指定されている道路下

に埋設されるなど、避難・救護活動への影響が極めて大

きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて大きい施

設。 

Ｂ：被災による影響が大きい 

施設。 

Ｃ：被災による影響が少ない 

施設。 

＊ U
h
：地盤変位振幅、S

V
：レベル１地震動の速度応答スペクトル、T

G
：地盤の特性値、H：表層地盤の厚さ、z：地表面からの

深さ、S'
V
：レベル２地震動の速度応答スペクトル、K

h1
：レベル１地震動の地表面における設計水平震度（震度法(固有周期を

考慮しない))、K
h10
：レベル１地震動の地表面における設計水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない))、K'

h1
：レ

ベル１地震動の基盤面における設計水平震度（震度法(固有周期を考慮しない))、K'
h10
：レベル１地震動の基盤面における設計

水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない)） 

表-2.6.1⑤ 各種構造物の重要度 
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表-5.8.1⑤ 各種構造物の重要度 

構 造 区 分 地中構造物 

構 造 種 別 ⑨暗渠(ボックスカルバート)  ⑩杭基礎 

重 要 度 Ａ種 Ｂ種、Ｃ種 

目標とする構造物の 

耐震性能 
健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

耐震設計で考慮する 

地震動 
レベル１ 

レベル２ 

(タイプⅡ(内陸直下型)） 
レベル１ 

耐震設計に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 

・躯体慣性力等設計水平震度 

Kh1＝Cz・Kh10、K’h1＝Cz・K’h10は

地盤種別のＩ種、Ⅱ種、Ⅲ種に

対して、それぞれ0.16、0.20、

0.24とする。 

K’h10は0.15とする。 

地盤変位振幅 

2H
cos

2
2

z
TSU Gvh




・・

 

・躯体慣性力等を求める設計水

平震度 

Kh2は地盤種別がＩ種、Ⅱ種、Ⅲ

種に対し、それぞれ0.6～0.7、

0.7～0.8、0.4～0.6とする。 

K’h20は地盤種別にかかわらず0.4

～0.5とする。 

杭頭軸方向反力≦許容支持力 

変位≦許容変位 

許容支持力算出の安全率nは支

持杭、摩擦杭でそれぞれ、２、３

とする。許容変位は上部構造及び

下部構造から決まる変位を考慮

する。 

他の震度法(固有周期を考慮しな

い)も同じにする。 

耐震計算法 
応答変位法及び震度法 

(固有周期を考慮しない) 

応答変位法及び震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震 度 法 

固有周期を考慮しない 

固有周期を考慮する 

部材の構造 

計算・照査 
許容応力度法 限界状態設計法 許容応力度法 

備  考 

Ａ: 次の①～③のいずれかに該当する施設 

① 利水施設としての規模 

（供給される用水の中断あるいは減量が地域の生活機能およ

び経済活動・生産活動に与える影響の度合い。） 

② 被災による二次災害危険度 

（パイプライン施設が被災することによる第三者への被害

で、特に人命・財産やライフラインなどへの影響を判断す

る。） 

③ 応急復旧の難易度 

（パイプライン施設が被災した場合に直ちに実施すべき応

急復旧のための現場作業の難易度） 

 

※区分を判断する上での参考指標(例)は、「2.3 施設の重要度区

分」を参照。 

Ｂ：上部構造物の重要度がＢ種で

ある施設。 

Ｃ：上部構造物の重要度がＣ種で

ある施設。 

  WWWR
n

R ssUa 


 

ここに、 

R
a
：杭頭における杭の軸方向 

許容押込み支持力(kN) 

n ：安全率 

(以下略) 

＊U
h
：地盤変位振幅、S

V
：レベル１地震動の速度応答スペクトル、T

G
：地盤の特性値、H：表層地盤の厚さ、z：地表面からの

深さ、S’
V
：レベル２地震動の速度応答スペクトル、Kh1：レベル１地震動の地表面における設計水平震度（震度法(固有周期

を考慮しない)）、Kh10：レベル１地震動の地表面における設計水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない)）、K’h1：

レベル１地震動の基盤面における設計水平震度（震度法(固有周期を考慮しない)）、K’h10：レベル１地震動の基盤面における設計

水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない)）、Kh2：レベル２地震動の地表面における設計水平震度（震度法(固有

周期を考慮しない)）、K’h2：レベル２地震動の基盤面における設計水平震度（震度法(固有周期を考慮しない)）、Cz：地域

別補正係数 

 

構 造 区 分 地中構造物 

構 造 種 別 暗渠(ボックスカルバート) 杭基礎 

重 要 度 Ａ種 Ｂ種 

目標とする構造物の 

耐震性能 
健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 健全性を損なわない 

耐震設計で考慮する 

地震動 
レベル１ 

レベル２ 

(タイプⅡ(内陸直下型)） 
レベル１ 

耐震設計法に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

地盤変位振幅 

2H
cos'

2
12

z
KTSU hGvh




・・

 

・躯体慣性力等設計水平震度 

Kh1＝Cz・Kh10、K’h1＝Cz・K’h10は

地盤種別のＩ種、Ⅱ種、Ⅲ種に

対して、それぞれ0.16、0.20、

0.24とする。 

K’h10は0.15とする。 

地盤変位振幅 

2H
cos

2
2

z
TSU Gvh




・・

 

・躯体慣性力等を求める設計水

平震度 

Kh2は地盤種別がＩ種、Ⅱ種、Ⅲ

種に対し、それぞれ0.6～0.7、

0.7～0.8、0.4～0.6とする。 

K’h20は地盤種別にかかわらず0.4

～0.5とする。 

杭頭軸方向反力≦許容支持力 

変位≦許容変位 

許容支持力算出の安全率nは支

持杭、摩擦杭でそれぞれ、２、３

とする。許容変位は上部構造及び

下部構造から決まる変位を考慮

する。 

他の震度法(固有周期を考慮しな

い)も同じにする。 

耐震設計法 
応答変位法及び震度法 

(固有周期を考慮しない) 

応答変位法及び震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震 度 法 

固有周期を考慮しない 

固有周期を考慮する 

部材の構造 

計算・照査 
許容応力度法 限界状態設計法 許容応力度法 

備  考 

Ａ：次の①～③のいずれかに該当する施設。 

①主要道路や鉄道、河川、住宅地等の地下に埋設、又はこれに

隣接するもので、施設周辺の人命・財産やライフラインへの

影響が極めて大きい施設。 

②地域防災計画によって避難路に指定されている道路下に埋

設されるなど、避難・救護活動への影響が極めて大きい施設。 

③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて大きい施設。 

Ｂ：上部構造物の重要度がＢ種で

ある施設。 

Ｃ：上部構造物の重要度がＣ種で

ある施設。 

  WWWR
n

R ssUa 


 

ここに、 

R
a
：杭頭における杭の軸方向 

許容押込み支持力(kN) 

n ：安全率 

(以下略) 

 

 

＊U
h
：地盤変位振幅、S

V
：レベル１地震動の速度応答スペクトル、T

G
：地盤の特性値、H：表層地盤の厚さ、z：地表面からの

深さ、S’
V
：レベル２地震動の速度応答スペクトル、Kh1：レベル１地震動の地表面における設計水平震度（震度法(固有周期

を考慮しない)）、Kh10：レベル１地震動の地表面における設計水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない)）、K’h1：

レベル１地震動の基盤面における設計水平震度（震度法(固有周期を考慮しない)）、K’h10：レベル１地震動の基盤面における設計

水平震度の標準値（震度法(固有周期を考慮しない)）、Kh2：レベル２地震動の地表面における設計水平震度（震度法(固有

周期を考慮しない)）、K’h2：レベル２地震動の基盤面における設計水平震度（震度法(固有周期を考慮しない)）、Cz：地域

別補正係数 
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区分と耐震性能の適用区分 

地中構造物 

⑩杭基礎 

ＡＡ種 

健全性を損なわない 限定された損傷にとどめる 

レベル１ 

レベル２ 

タイプＩ(プレート境界型) 

タイプII(内陸直下型) 

杭頭軸方向反力≦許容支持力 

変位≦許容変位 

許容支持力算出の安全率nは支

持杭、摩擦杭で、それぞれ２、３

とする。許容変位は上部構造及び

下部構造から決まる変位を考慮

する。 

他の震度法(固有周期を考慮しな

い)も同じにする。 

(図-6.9.12①、6.9.12②参 

照) 

(基礎の照査) 

・基礎の照査に用いる設計 

水平震度 

W

P
cK u

dFhp 

 

橋脚の終局水平耐力に 

大きな余裕があるか否 

かの検討 

・基礎の耐力が橋脚耐力に比

べて小さい場合において、

基礎諸元の見直し要否の

判定で用いる。 

 Khc＝Cz・Cs・Khc0 
 

121  a/Cs 
 

(基礎の応答塑性率の照査) 

・基礎の応答塑性率の照査 

用設計水平震度 

KhcF=cD・Cz・Ｋhc0 
  /K/ hcFFr  121

 

        42 ≦hyFK
 

・許容塑性率は４を目安と 

する。 

震 度 法 

固有周期を考慮しない 

固有周期を考慮する 

地震時保有水平耐力法 

許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

  WWWR
n

R ssUa 


 

ここに、 

Ra：杭頭における杭の軸方向許

容押込み支持力(kN) 

n ：安全率 

(以下略) 
ＡＡ：上部構造物の重要度がＡＡ種及びＡ種である施設。 

＊ Khp：基礎の照査に用いる設計水平震度(地震時保有水平耐力法)、C
dF
：基礎の照査に用いる設計水平震度の補正係数(地震

時保有水平耐力法)、P
u
：基礎が支持する橋脚の終局水平耐力、W：等価重量 

K
hc0：レベル２地震動の設計水平震度の標準値(地震時保有水平耐力法)、μ

Fr
：基礎の応答塑性率、K

hcF
：基礎の塑性化を考慮

する場合の設計水平震度(地震時保有水平耐力法)、K
hyF
：基礎の降伏に達する時の水平震度、C

D
：減衰定数別補正係数 

 

 

 

 

区分と耐震性能の適用区分 

地中構造物 

杭基礎 

ＡＡ種 

健全性を損なわない 限定された損傷にとどめる 

レベル１ 

レベル２ 

タイプＩ(プレート境界型) 

タイプII(内陸直下型) 

杭頭軸方向反力≦許容支持力 

変位≦許容変位 

許容支持力算出の安全率nは支

持杭、摩擦杭で、それぞれ２、３

とする。許容変位は上部構造及び

下部構造から決まる変位を考慮

する。 

他の震度法(固有周期を考慮しな

い)も同じにする。 

(図-6.9.12①、6.9.12②参 

照) 

(基礎の照査) 

・基礎の照査に用いる設計 

水平震度 

W

P
cK u

dFhp 

 

橋脚の終局水平耐力に 

大きな余裕があるか否 

かの検討 

・基礎の耐力が橋脚耐力に比

べて小さい場合において、

基礎諸元の見直し要否の

判定で用いる。 

 Khc＝Cz・Cs・Khc0 
 

121  a/Cs 
 

(基礎の応答塑性率の照査) 

・基礎の応答塑性率の照査 

用設計水平震度 

KhcF=cD・Cz・Ｋhc0 
  /K/ hcFFr  121

 

        42 ≦hyFK
 

・許容塑性率は４を目安と 

する。 

震 度 法 

固有周期を考慮しない 

固有周期を考慮する 

地震時保有水平耐力法 

許容応力度法 地震時保有水平耐力法 

  WWWR
n

R ssUa 


 

ここに、 

Ra：杭頭における杭の軸方向許

容押込み支持力(kN) 

n ：安全率 

(以下略) 
ＡＡ：上部構造物の重要度がＡＡ種及びＡ種である施設。 

＊ Khp：基礎の照査に用いる設計水平震度(地震時保有水平耐力法)、C
dF
：基礎の照査に用いる設計水平震度の補正係数(地震

時保有水平耐力法)、P
u
：基礎が支持する橋脚の終局水平耐力、W：等価重量 

K
hc0：レベル２地震動の設計水平震度の標準値(地震時保有水平耐力法)、μ

Fr
：基礎の応答塑性率、K

hcF
：基礎の塑性化を考慮

する場合の設計水平震度(地震時保有水平耐力法)、K
hyF
：基礎の降伏に達する時の水平震度、C

D
：減衰定数別補正係数 
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表-5.8.1⑥ 各種構造物の重要度区分と耐震性能の適用区分 

構 造 区 分 地中構造物 

構 造 種 別 ⑪ポンプ場(吸込、吐出し水槽) 

重 要 度 Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造物の

耐震性能 
健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 

耐震設計で考慮する

地震動 
レベル１ レベル１ 

レベル２ 

〔タイプＩ(プレート境界型)〕 

耐震設計に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、Ⅱ種、Ⅲ

種に対して、それぞれ0.16、

0.20、0.24とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、Ⅱ種、Ⅲ

種に対して、それぞれ0.16、

0.20、0.24とする。 

Khc2＝Cz・Cs2・Khc20 

Cs2は0.45を標準とする。Khc20は地

盤種別にかかわらず0.7とする。

（ただし、タイプⅡ(プレート境界

型)を考慮する場合はKhc20
=0.80

を用いる。） 

地盤変位振幅 

2H
cos

2
2

z
TSU Gvh




・・

 

耐震計算法 
震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法(固有周期と構造物特 

性係数を考慮する)又は応答 

変位法 

部材の構造 

計算・照査 
許容応力度法 許容応力度法 限界状態設計法 

備  考 

建屋と上下一体となる場合、又

は、地表面からの突出部分が5m

を超える場合。 

 

 

Ａ：B種に該当し、かつ次の①、②のいずれかに該当するもの。 

①ポンプ揚の災害により、地域住民の人命・財産やライフライ

ンに重大な影響を及ぼす。 

②施設の復旧が困難で、被災により地域の経済活動や生活機能

に重大な影響を及ぼす。 

 

＊１ ポンプ場の建屋は「建築基準法」により耐震設計を行うものとする。 

＊２ K
hg：地盤面における設計水平震度(震度法(固有周期を考慮しない))、Khg0：地盤面における設計水平震度の標準値(震度法(固

有周期を考慮しない))、Cz：地域別補正係数、Uh：地盤変位振幅、SV：レベル１地震動の速度応答スペクトル、TG：地盤の特性値、

H：表層地盤の厚さ、z：地表面からの深さ、S'V：レベル２地震動の速度応答スペクトル 

 

 

 

表-2.6.1⑥ 各種構造物の重要度区分と耐震性能の適用区分 

構 造 区 分 地中構造物 

構 造 種 別 ポンプ場(吸水槽) 

重 要 度 Ｂ種 Ａ種 

目標とする構造物の

耐震性能 
健全性を損なわない 健全性を損なわない 致命的な損傷を防止する 

耐震設計で考慮する

地震動 
レベル１ レベル１ 

レベル２ 

〔タイプＩ(プレート境界型)〕 

耐震設計法に用いる 

設計水平震度及び水 

平変位振幅の算定式 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、Ⅱ種、Ⅲ

種に対して、それぞれ0.16、

0.20、0.24とする。 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg0は地盤種別がＩ種、Ⅱ種、Ⅲ

種に対して、それぞれ0.16、

0.20、0.24とする。 

Khc2＝Cz・Cs2・Khc20 

Cs2は0.45を標準とする。Khc20は

地盤種別にかかわらず0.7とす

る。 

(地盤への根入れが10ｍ以上) 

地盤変位振幅 

2H
cos

2
2

z
TSU Gvh




・・

 

耐震設計法 
震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法 

(固有周期を考慮しない) 

震度法(固有周期と構造物特 

性係数を考慮する)又は応答 

変位法 

部材の構造 

計算・照査 
許容応力度法 許容応力度法 限界状態設計法 

備  考 

Ｂ：次の①、②のいずれかに該

当する施設。 

①地上に出ている部分が５ｍ

を超える、又は吸水槽が建

屋と一体で建設される施

設。 

②被災による影響が大きい施

設。 

Ｃ：地上に出ている部分が５ｍ

以下で、被災による影響が

少ない施設。 

Ａ：次の①、②のいずれかに該当する施設。 

①主要道路や鉄道、住宅地等に隣接するもので、施設周辺の人

命・財産やライフラインへの影響が極めて大きい施設。 

②排水不良による経済活動や生活機能への影響が極めて大きい

施設。 

＊１ ポンプ場の建屋は「建築基準法」により耐震設計を行うものとする。 

＊２ K
hg：地盤面における設計水平震度(震度法(固有周期を考慮しない))、Khg0：地盤面における設計水平震度の標準値(震度法(固

有周期を考慮しない))、Cz：地域別補正係数、Uh：地盤変位振幅、SV：レベル１地震動の速度応答スペクトル、TG：地盤の

特性値、H：表層地盤の厚さ、z：地表面からの深さ、S'V：レベル２地震動の速度応答スペクトル 

 

 

 

 

 


